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別
紙
様
式
６
別
添
１

賃
金
改
善
明
細
（
職
員
別
表
）

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮

小
計

⑨
（

a
＋

b
＋

c
）

基
本

給
a

手
当 b

賞
与

（
一

時
金

）
c

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0

0

1
1

0

1
2

0

1
3

0

1
4

0

1
5

0

1
6

0

1
7

0

1
8

0

1
9

0

2
0

0

2
1

0

2
2

0

2
3

0

2
4

0

2
5

0

2
6

0

2
7

0

2
8

0

2
9

0

3
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

#
D
I
V
/
0
!

○

※
1

※
2
　

※
3

※
4
.
②

基
準

年
度

の
処

遇
改

善
等

加
算

の
加

算
額

に
つ

い
て

は
、

基
準

年
度

に
支

払
う

こ
と

が
で

き
ず

、
そ

の
残

額
と

し
て

加
算

当
年

度
に

支
払

っ
た

賃
金

額
が

あ
る

場
合

は
そ

の
金

額
（

加
算

当
年

度
の

前
年

度
に

支
払

う
べ

き
残

額
に

対
応

し
た

支
払

い
賃

金
額

と
同

額
）

を
除

く
。

算
式

　
常

勤
以

外
の

職
員

の
１

か
月

の
勤

務
時

間
数

の
合

計
÷

各
施

設
・

事
業

所
の

就
業

規
則

等
で

定
め

た
常

勤
職

員
の

１
か

月
の

勤
務

時
間

数
＝

常
勤

換
算

値

備
考

欄
に

は
、

年
度

途
中

の
採

用
や

退
職

が
あ

る
場

合
に

は
そ

の
旨

、
ま

た
、

賃
金

改
善

額
が

他
の

職
員

と
比

較
し

て
高

額
（

低
額

、
賃

金
改

善
を

実
施

し
な

い
場

合
も

含
む

）
で

あ
る

場
合

に
つ

い
て

は
そ

の
理

由
を

記
載

す
る

こ
と

。

経
験

年
数

に
つ

い
て

は
、

第
４

の
２

に
よ

る
も

の
と

す
る

。

「
常

勤
」

と
は

、
当

該
施

設
・

事
業

所
の

就
業

規
則

に
お

い
て

定
め

ら
れ

て
い

る
常

勤
の

従
事

者
が

勤
務

す
べ

き
時

間
数

（
教

育
・

保
育

に
従

事
す

る
者

に
あ

っ
て

は
、

１
か

月
に

勤
務

す
べ

き
時

間
数

が
1
2
0
時

間
以

上
で

あ
る

も
の

に
限

る
。

）
に

達
し

て
い

る
者

又
は

当
該

者
以

外
の

者
で

あ
っ

て
１

日
６

時
間

以
上

か
つ

月
2
0
日

以
上

勤
務

す
る

も
の

を
い

い
、

「
非

常
勤

」
と

は
常

勤
以

外
の

者
を

い
う

。

区
分

２
と

区
分

３
の

加
算

に
よ

る
改

善
額

の
1
/
2
以

上
を

基
本

給
・

決
ま

っ
て

毎
月

支
払

わ
れ

る
手

当
に

よ
り

改
善

す
る

こ
と

　
｛

（
⑨

(
a
+
b
)
＋

⑩
）

/
（

⑨
＋

⑩
）

｝
≧

5
0
％

施
設

・
事

業
所

に
加

算
当

年
度

に
勤

務
し

て
い

る
職

員
全

員
（

職
種

を
問

わ
ず

、
非

常
勤

を
含

む
。

）
を

記
載

す
る

こ
と

。

【
記

入
に

お
け

る
留

意
事

項
】

常
勤

換
算

値
に

つ
い

て
、

常
勤

の
者

に
つ

い
て

は
1
.
0
と

し
、

非
常

勤
の

者
に

つ
い

て
は

下
記

の
算

式
に

よ
っ

て
得

た
値

と
す

る
。

加
算

以
外

の
部

分
で

賃
金

水
準

を
下

げ
て

い
な

い
こ

と
に

つ
い

て
（

⑮
≧

⑦
）

N
o

総
額

施
設
・
事
業
所
名

⑨
の
内
訳

備
考

基
準

年
度

の
支

払
賃

金
の

総
額

基
準

年
度

の
処

遇
改

善
等

加
算

の
加

算
額

※
4

改
善

実
施

有
無

区
分

３
「

質
の

向
上

分
」

⑩
の
詳
細

基
準

年
度

の
処

遇
改

善
等

加
算

の
加

算
額

に
係

る
法

定
福

利
費

分

基
準

翌
年

度
か

ら
加

算
当

年
度

ま
で

の
公

定
価

格
に

お
け

る
人

件
費

の
改

定
部

分

加
算
当
年
度
の
賃
金

基
準

年
度

の
公

定
価

格
に

お
け

る
人

件
費

の
改

定
部

分

⑦
の
内
訳

区
分

２
「

賃
金

改
善

分
」

基
準

年
度

に
支

払
う

べ
き

残
額

に
対

応
し

た
翌

年
度

の
賃

金
額

加
算

に
よ

る
改

善
実

績
額

経
験

年
数

※
1

加
算

当
年

度
に

お
け

る
改

善
額

等
の

影
響

を
除

い
た

支
払

賃
金

総
額

（
⑧

－
⑨

－
⑩

－
⑪

－
⑫

－
⑬

＋
⑭

）

加
算

当
年

度
の

支
払

賃
金

の
総

額
加

算
に

よ
る

改
善

実
績

額

基
準

年
度

に
お

け
る

加
算

額
等

の
影

響
を

除
い

た
支

払
賃

金
総

額
（

①
－

（
②

－
③

）
－

④
－

⑤
＋

⑥
）

加
算

当
年

度
の

前
年

度
に

支
払

う
べ

き
残

額
に

対
応

し
た

支
払

い
賃

金
額

〇
加
算
当
年
度
の
全
て
の
職
員
の
賃
金
改
善
明
細

職
員

名

施
設

独
自

の
改

善
額

基
準
年
度
の
賃
金

常
勤

非
常

勤
※

2

基
準

年
度

の
前

年
度

に
支

払
う

べ
き

残
額

に
対

応
し

た
支

払
い

賃
金

額

職
名

改
善

し
た

給
与

項
目

職
種

資
格

定
期

昇
給

相
当

額
（

加
算

当
年

度
に

お
け

る
昇

給
分

）

常
勤

換
算
値 ※
3

超
過

勤
務

手
当

等
に

係
る

調
整

額

18
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第
５

版
（

令
和

７
年

1
0
月

８
日

時
点

版
）

■
 
本

F
A
Q
で

使
用

す
る

用
語

の
定

義

1
区

分
１

・
２

対
象

職
員

処
遇

改
善

等
加

算
の

区
分

１
・

区
分

２
に

よ
る

賃
金

の
改

善
は

、
保

育
士

や
幼

稚
園

教
諭

だ
け

が
対

象
に

な
る

の
で

し
ょ

う
か

。
保

育
士

や
幼

稚
園

教
諭

だ
け

で
な

く
、

事
務

職
員

、
調

理
員

、
栄

養
士

や
ス

ク
ー

ル
バ

ス
の

運
転

手
等

を
含

め
、

通
常

の
教

育
・

保
育

に
従

事
す

る
す

べ
て

の
職

員
（

非
常

勤
職

員
含

む
）

が
対

象
に

な
り

ま
す

。

2
区

分
３

対
象

職
員

処
遇

改
善

等
加

算
の

区
分

３
に

よ
る

賃
金

の
改

善
は

、
す

べ
て

の
職

員
（

非
常

勤
職

員
も

含
む

）
が

対
象

に
な

る
の

で
し

ょ
う

か
。

区
分

３
は

、
リ

ー
ダ

ー
的

な
役

割
な

ど
を

果
た

し
て

い
る

中
堅

の
保

育
士

等
の

専
門

性
の

向
上

を
図

り
つ

つ
、

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
の

仕
組

み
を

構
築

す
る

た
め

の
も

の
で

す
。

そ
の

た
め

、
区

分
３

に
よ

る
賃

金
の

改
善

は
、

原
則

と
し

て
（

※
）
、

処
遇

改
善

等
加

算
通

知
第

２
の

３
の

(
1
)
の

ⅰ
「

副
主

任
保

育
士

等
」

及
び

ⅱ
「

職
務

分
野

別
リ

ー
ダ

ー
等

」
と

し
て

い
ま

す
。

な
お

、
上

記
に

該
当

す
る

場
合

に
は

、
事

務
職

員
、

調
理

員
、

栄
養

士
や

ス
ク

ー
ル

バ
ス

の
運

転
手

等
で

あ
っ

て
も

、
ま

た
、

非
常

勤
職

員
で

あ
っ

て
も

、
賃

金
の

改
善

の
対

象
と

す
る

こ
と

を
妨

げ
る

も
の

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

（
※

）
第

２
の

３
の

(
2
)
の

（
注

２
）

の
と

お
り

、
「

改
善

後
の

副
主

任
保

育
士

等
の

賃
金

が
園

長
以

外
の

管
理

職
（

略
）

の
賃

金
を

上
回

る
こ

と
と

な
る

場
合

な
ど

賃
金

の
バ

ラ
ン

ス
等

を
踏

ま
え

て
必

要
な

場
合

」
に

は
、

当
該

園
長

以
外

の
管

理
職

も
対

象
に

な
り

ま
す

。

区
分

１
　

区
分

２
　

区
分

３

加
算

Ⅰ
　

加
算

Ⅱ
　

加
算

Ⅲ
令

和
６

年
度

ま
で

の
処

遇
改

善
等

加
算

Ⅰ
、

処
遇

改
善

等
加

算
Ⅱ

、
処

遇
改

善
等

加
算

Ⅲ
※

特
定

教
育

・
保

育
、

特
別

利
用

保
育

、
特

別
利

用
教

育
、

特
定

地
域

型
保

育
、

特
別

利
用

地
域

型
保

育
、

特
定

利
用

地
域

型
保

育
及

び
特

例
保

育
に

要
す

る
費

用
の

額
の

算
定

に
関

す
る

基
準

等
の

一
部

を
改

正
す

る
件

（
令

和
7
年

こ
ど

も
家

庭
庁

告
示

第
4
号

）
に

よ
る

改
正

前
の

告
示

に
お

け
る

処
遇

改
善

等
加

算
Ⅰ

　
処

遇
改

善
等

加
算

Ⅱ
　

処
遇

改
善

等
加

算
Ⅲ

N
o
.

事
項

１
問

答
事

項
２

処
遇

改
善

等
加

算
通

知
に

お
け

る
区

分
１

「
基

礎
分

」
　

区
分

２
「

賃
金

改
善

分
」

　
区

分
３

「
質

の
向

上
分

」

処
遇
改
善
等
加
算
に
関
す
る
Ｆ
Ａ
Ｑ
（
よ
く
あ
る
質
問
）

処
遇

改
善

等
加

算
Ⅱ

F
A
Q

定
義

用
語

告
示

留
意

事
項

通
知

処
遇

改
善

等
加

算
通

知

「
技

能
・

経
験

に
応

じ
た

追
加

的
な

処
遇

改
善

（
処

遇
改

善
等

加
算

Ⅱ
）

に
関

す
る

F
A
Q
（

よ
く

あ
る

質
問

）
」

（
Ｖ

ｅ
ｒ

．
８

（
令

和
５

年
1
0
月

3
0
日

時
点

版
）

）

「
施

設
型

給
付

費
等

に
係

る
処

遇
改

善
等

加
算

に
つ

い
て

」
（

令
和

７
年

４
月

1
1
日

付
け

こ
成

保
2
9
6
、

７
文

科
初

第
2
5
0
号

こ
ど

も
家

庭
庁

成
育

局
長

、
文

部
科

学
省

初
等

中
等

教
育

局
長

連
名

通
知

）

「
特

定
教

育
・

保
育

等
に

要
す

る
費

用
の

額
の

算
定

に
関

す
る

基
準

等
の

実
施

上
の

留
意

事
項

に
つ

い
て

」
（

令
和

５
年

５
月

1
9
日

付
け

こ
成

保
3
8
、

５
文

科
初

第
4
8
3
号

こ
ど

も
家

庭
庁

成
育

局
長

、
文

部
科

学
省

初
等

中
等

教
育

局
長

連
名

通
知

）

特
定

教
育

・
保

育
、

特
別

利
用

保
育

、
特

別
利

用
教

育
、

特
定

地
域

型
保

育
、

特
別

利
用

地
域

型
保

育
、

特
定

利
用

地
域

型
保

育
及

び
特

例
保

育
に

要
す

る
費

用
の

額
の

算
定

に
関

す
る

基
準

（
平

成
2
7
年

内
閣

府
告

示
第

4
9
号

）

1
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第
５

版
（

令
和

７
年

1
0
月

８
日

時
点

版
）

N
o
.

事
項

１
問

答
事

項
２

3
共

通
手

続
き

処
遇

改
善

等
加

算
の

認
定

手
続

き
の

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

は
ど

の
よ

う
に

想
定

し
て

い
ま

す
か

。
ま

た
、

認
定

の
効

果
は

年
度

当
初

に
遡

及
さ

れ
ま

す
か

。

処
遇

改
善

等
加

算
を

受
け

よ
う

と
す

る
施

設
・

事
業

者
は

、
都

道
府

県
知

事
・

指
定

都
市

長
・

中
核

市
長

及
び

都
道

府
県

知
事

と
の

協
議

に
よ

り
処

遇
改

善
等

加
算

の
認

定
事

務
を

行
う

こ
と

と
な

っ
た

市
町

村
長

が
定

め
る

日
ま

で
に

、
必

要
書

類
を

市
町

村
長

に
提

出
す

る
こ

と
と

し
て

お
り

、
具

体
的

に
は

都
道

府
県

等
が

定
め

る
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
に

よ
る

こ
と

に
な

り
ま

す
。

ま
た

、
加

算
認

定
が

年
度

途
中

に
な

っ
た

場
合

、
事

業
者

か
ら

の
申

請
ベ

ー
ス

で
適

用
し

た
上

で
、

認
定

が
な

さ
れ

た
後

に
認

定
の

効
果

を
年

度
当

初
に

遡
及

し
て

適
用

す
る

こ
と

に
な

り
ま

す
。

4
共

通
手

続
き

都
道

府
県

で
行

う
処

遇
改

善
等

加
算

の
事

務
を

市
区

町
村

（
指

定
都

市
、

中
核

市
及

び
特

定
市

町
村

を
除

く
）

に
委

ね
る

場
合

、
ど

こ
ま

で
委

ね
る

こ
と

が
で

き
る

の
で

し
ょ

う
か

。
事

務
を

委
任

す
る

場
合

で
あ

っ
て

も
、

形
式

的
に

県
に

計
画

書
や

請
求

書
を

提
出

し
て

も
ら

う
必

要
が

あ
る

の
で

し
ょ

う
か

。

処
遇

改
善

等
加

算
に

つ
い

て
、

申
請

内
容

の
確

認
等

の
事

務
を

市
町

村
に

委
任

す
る

こ
と

は
可

能
で

す
が

、
確

認
・

取
り

ま
と

め
の

具
体

的
な

程
度

に
つ

い
て

は
、

都
道

府
県

と
市

町
村

の
間

で
決

定
し

て
い

た
だ

く
こ

と
に

な
り

ま
す

。

5
区

分
１

要
件

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

要
件

で
必

要
と

な
る

「
研

修
」

は
、

ど
の

程
度

の
も

の
で

あ
れ

ば
認

め
ら

れ
る

の
で

し
ょ

う
か

。
ま

た
、

施
設

・
事

業
所

職
員

の
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

と
は

ど
の

よ
う

な
も

の
で

、
ど

の
よ

う
な

内
容

が
必

要
で

し
ょ

う
か

。

施
設

・
事

業
所

職
員

の
職

位
、

職
務

内
容

等
に

応
じ

た
研

修
（

所
長

研
修

、
主

任
保

育
士

研
修

な
ど

職
位

に
応

じ
た

研
修

、
或

い
は

職
務

内
容

に
応

じ
た

研
修

な
ど

）
を

実
施

、
又

は
研

修
の

機
会

を
確

保
し

て
い

れ
ば

よ
く

、
研

修
内

容
は

、
社

会
通

念
上

、
明

ら
か

に
職

員
の

研
鑽

目
的

で
な

い
も

の
を

除
き

、
施

設
の

実
情

に
応

じ
て

取
り

組
ん

で
い

れ
ば

認
め

ら
れ

る
も

の
に

な
り

ま
す

。
ま

た
、

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
に

つ
い

て
は

、
個

別
面

談
や

、
自

己
評

価
に

対
し

施
設

長
や

管
理

職
の

職
員

等
が

評
価

を
行

う
な

ど
が

考
え

ら
れ

ま
す

。
施

設
・

事
業

所
の

職
員

が
業

務
や

能
力

に
対

す
る

自
己

評
価

を
し

、
そ

の
認

識
が

事
業

者
全

体
の

方
向

性
で

ど
の

よ
う

に
認

め
ら

れ
て

い
る

の
か

を
確

認
し

合
う

こ
と

が
重

要
で

あ
り

、
こ

の
趣

旨
を

踏
ま

え
て

適
切

に
運

用
さ

れ
て

い
る

の
で

あ
れ

ば
、

要
件

を
満

た
し

て
い

る
と

考
え

ら
れ

ま
す

。

6
区

分
１

要
件

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

要
件

で
必

要
と

な
る

「
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

」
に

つ
い

て
、

「
個

別
面

談
や

、
自

己
評

価
に

対
し

施
設

長
や

管
理

職
の

職
員

等
が

評
価

を
行

う
」

と
は

、
例

え
ば

、
職

員
ご

と
に

、
Ａ

～
Ｅ

な
ど

の
５

段
階

評
価

を
付

け
る

な
ど

の
必

要
が

あ
る

の
で

し
ょ

う
か

。

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
と

は
、

研
修

や
技

術
指

導
の

効
果

が
、

職
員

の
資

質
の

向
上

に
繋

が
っ

て
い

る
か

ど
う

か
に

つ
い

て
、

個
別

面
談

を
す

る
な

ど
に

よ
り

確
認

す
る

こ
と

で
も

足
り

、
５

段
階

評
価

等
を

行
う

こ
と

ま
で

は
求

め
ま

せ
ん

。

7
区

分
１

要
件

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

要
件

で
必

要
と

な
る

「
資

格
取

得
の

た
め

の
支

援
」

は
、

例
示

さ
れ

て
い

る
「

研
修

受
講

の
た

め
の

勤
務

シ
フ

ト
の

調
整

や
休

暇
の

付
与

、
交

通
費

、
受

講
料

等
の

費
用

負
担

の
援

助
」

の
全

て
を

満
た

す
必

要
が

あ
る

の
で

し
ょ

う
か

。

資
格

取
得

の
た

め
の

支
援

と
は

、
幼

稚
園

教
諭

免
許

状
・

保
育

士
資

格
等

の
取

得
を

促
す

た
め

の
も

の
で

す
が

、
必

ず
し

も
例

示
さ

れ
て

い
る

全
て

の
取

組
を

満
た

す
こ

と
想

定
し

て
い

る
も

の
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。

2
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第
５

版
（

令
和

７
年

1
0
月

８
日

時
点

版
）

N
o
.

事
項

１
問

答
事

項
２

8
区

分
１

要
件

処
遇

改
善

等
加

算
（

区
分

２
）

の
加

算
見

込
額

の
算

定
に

当
た

っ
て

、
公

定
価

格
上

の
加

減
調

整
部

分
の

取
扱

い
は

ど
の

よ
う

に
す

れ
ば

よ
い

の
で

し
ょ

う
か

。

加
算

見
込

額
の

算
式

に
お

け
る

「
処

遇
改

善
等

加
算

の
単

価
の

合
計

額
」

の
算

定
に

当
た

っ
て

は
、

実
際

の
加

算
額

と
極

力
近

し
い

値
と

な
る

よ
う

見
込

む
必

要
が

あ
り

ま
す

。
従

っ
て

、
例

え
ば

、
「

土
曜

日
に

閉
所

す
る

場
合

」
な

ど
、

処
遇

改
善

等
加

算
に

関
連

す
る

各
調

整
部

分
に

つ
い

て
も

、
加

算
見

込
額

の
正

確
性

を
高

め
る

た
め

に
、

調
整

部
分

の
う

ち
処

遇
改

善
等

加
算

部
分

を
算

出
し

、
以

下
の

算
式

で
導

か
れ

る
値

を
加

算
見

込
額

か
ら

減
算

す
る

こ
と

に
な

り
ま

す
。

【
「

土
曜

日
に

閉
所

す
る

場
合

」
（

月
に

１
日

土
曜

日
を

閉
所

す
る

場
合

）
の

加
算

見
込

額
算

定
上

の
算

式
】

｛
（

⑦
処

遇
改

善
等

加
算

（
区

分
１

及
び

区
分

２
）

＋
⑧

3
歳

児
配

置
改

善
加

算
の

う
ち

処
遇

改
善

等
加

算
部

分
（

区
分

１
及

び
区

分
２

）
＋

⑨
4
歳

以
上

児
配

置
改

善
加

算
の

う
ち

処
遇

改
善

等
加

算
部

分
（

区
分

１
及

び
区

分
２

）
＋

⑩
１

歳
児

配
置

改
善

加
算

の
う

ち
処

遇
改

善
等

加
算

部
分

（
区

分
１

及
び

区
分

２
）

＋
⑫

夜
間

保
育

加
算

の
う

ち
処

遇
改

善
等

加
算

部
分

（
区

分
１

及
び

区
分

２
）

）
×

区
分

２
の

加
算

率
÷

処
遇

改
善

等
加

算
(
区

分
１

及
び

区
分

２
)
の

加
算

率
｝

×
　

1
/
1
0
0

9
共

通
賃

金
改

善
額

の
算

出
方

法
等

加
算

見
込

額
の

算
定

に
つ

い
て

、
各

月
初

日
の

利
用

子
ど

も
数

で
除

し
て

単
価

を
算

出
す

る
よ

う
な

加
算

の
場

合
、

処
遇

改
善

等
加

算
の

合
計

値
を

出
す

場
合

の
単

価
に

係
る

端
数

処
理

を
ど

の
よ

う
に

行
え

ば
よ

い
の

で
し

ょ
う

か
。

告
示

第
1
4
条

に
定

め
る

端
数

計
算

の
取

扱
い

に
準

じ
、

単
価

が
1
0
円

以
上

で
あ

っ
た

場
合

は
、

1
0
円

未
満

を
切

り
捨

て
、

1
0
円

未
満

で
あ

っ
た

場
合

は
、

小
数

点
第

1
位

を
切

り
捨

て
す

る
こ

と
と

し
ま

す
。

例
：

各
月

初
日

の
利

用
子

ど
も

数
が

3
5
人

で
、

単
価

が
1
2
0
の

場
合

　
　

1
2
0
÷

3
5
＝

3
（

小
数

点
第

１
位

切
り

捨
て

）

1
0

区
分

２
・

３
賃

金
改

善
額

の
算

出
方

法
等

処
遇

改
善

等
加

算
通

知
の

第
５

の
２

に
お

い
て

、
「

ま
た

、
区

分
２

及
び

区
分

３
を

併
せ

た
加

算
に

よ
る

改
善

額
の

う
ち

１
／

２
以

上
は

、
基

本
給

・
決

ま
っ

て
毎

月
支

払
わ

れ
る

手
当

に
よ

り
改

善
す

る
こ

と
。

」
と

さ
れ

て
い

ま
す

が
、

こ
こ

で
い

う
「

改
善

額
」

に
は

、
国

家
公

務
員

の
給

与
改

定
に

伴
う

公
定

価
格

に
お

け
る

人
件

費
の

改
定

分
に

係
る

区
分

２
の

単
価

の
増

額
分

は
含

め
る

の
で

し
ょ

う
か

。
含

め
る

場
合

、
年

度
途

中
の

改
定

に
よ

り
、

区
分

２
の

単
価

が
増

加
し

加
算

額
は

増
額

し
ま

す
が

、
年

度
途

中
の

た
め

一
時

金
の

処
理

と
な

る
こ

と
に

よ
り

、
結

果
、

基
本

給
・

決
ま

っ
て

毎
月

支
払

わ
れ

る
手

当
が

改
善

額
の

１
／

２
未

満
と

な
っ

た
場

合
、

ど
の

よ
う

に
取

り
扱

え
ば

よ
い

の
で

し
ょ

う
か

。

国
家

公
務

員
の

給
与

改
定

に
伴

う
公

定
価

格
に

お
け

る
人

件
費

の
改

定
分

に
は

、
国

家
公

務
員

の
給

与
改

定
に

係
る

区
分

２
の

加
算

額
の

増
加

分
も

含
ま

れ
る

た
め

、
区

分
２

及
び

区
分

３
を

併
せ

た
加

算
に

よ
る

改
善

額
に

は
、

国
家

公
務

員
の

給
与

改
定

に
係

る
区

分
２

の
加

算
額

の
増

加
分

は
含

み
ま

せ
ん

。

3
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第
５

版
（

令
和

７
年

1
0
月

８
日

時
点

版
）

N
o
.

事
項

１
問

答
事

項
２

1
1

区
分

３
対

象
職

員

処
遇

改
善

等
加

算
通

知
の

第
２

の
３

の
(
2
)
の

（
注

２
）

に
お

い
て

、
「

職
員

の
経

験
年

数
、

技
能

、
給

与
等

の
実

態
を

踏
ま

え
、

当
該

施
設

・
事

業
所

に
お

い
て

必
要

と
認

め
る

場
合

に
は

、
職

務
分

野
別

リ
ー

ダ
ー

等
に

対
し

て
区

分
３

－
①

に
よ

る
賃

金
の

改
善

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

」
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
こ

こ
で

い
う

「
職

務
分

野
別

リ
ー

ダ
ー

等
」

は
、

第
２

の
３

の
(
1
)
の

ⅰ
か

ら
ⅲ

の
「

別
に

定
め

る
研

修
」

を
修

了
し

て
お

ら
ず

、
年

度
途

中
に

修
了

見
込

み
が

な
く

て
も

よ
い

と
い

う
理

解
で

良
い

で
し

ょ
う

か
。

施
設

・
事

業
所

に
お

い
て

必
要

と
認

め
る

場
合

に
、

職
務

分
野

別
リ

ー
ダ

ー
等

に
対

し
て

、
区

分
３

－
①

に
よ

る
賃

金
の

改
善

を
行

う
場

合
、

当
該

職
務

分
野

別
リ

ー
ダ

ー
等

は
、

必
ず

し
も

区
分

３
－

①
で

求
め

て
い

る
研

修
を

修
了

し
て

い
る

又
は

修
了

見
込

み
で

あ
る

必
要

は
あ

り
ま

せ
ん

が
、

第
２

の
３

の
(
1
)
の

ⅱ
の

「
別

に
定

め
る

研
修

」
を

修
了

し
て

い
る

又
は

修
了

見
込

み
で

あ
る

必
要

は
あ

り
ま

す
。

1
2

区
分

３
対

象
職

員

処
遇

改
善

等
加

算
Ⅱ

F
A
Q
の

2
-
2
で

は
、

「
賃

金
バ

ラ
ン

ス
等

を
踏

ま
え

て
必

要
な

場
合

に
は

、
幼

稚
園

及
び

認
定

こ
ど

も
園

の
副

園
長

、
教

頭
及

び
主

幹
教

諭
等

並
び

に
保

育
所

等
の

主
任

保
育

士
に

対
し

て
、

「
５

千
円

以
上

４
万

円
未

満
の

範
囲

内
」

で
賃

金
改

善
を

行
う

こ
と

が
可

能
」

と
あ

り
ま

す
が

、
こ

の
場

合
、

主
任

保
育

士
等

に
は

研
修

修
了

要
件

が
か

か
ら

な
い

旨
の

取
り

扱
い

が
示

さ
れ

て
い

ま
す

。
区

分
３

に
お

け
る

賃
金

バ
ラ

ン
ス

等
を

踏
ま

え
た

取
扱

い
で

は
、

主
任

保
育

士
等

で
あ

っ
て

も
、

研
修

を
修

了
し

て
い

る
又

は
修

了
見

込
み

で
あ

る
必

要
が

あ
る

の
で

し
ょ

う
か

。

第
２

の
３

の
(
2
)
の

（
注

２
）

の
取

扱
い

に
よ

り
、

賃
金

バ
ラ

ン
ス

等
を

踏
ま

え
主

任
保

育
士

等
に

対
し

て
区

分
３

－
①

に
よ

る
賃

金
の

改
善

を
行

う
場

合
、

必
ず

し
も

当
該

主
任

保
育

士
等

は
研

修
を

修
了

し
て

い
る

又
は

修
了

見
込

み
で

あ
る

必
要

は
あ

り
ま

せ
ん

。
本

取
扱

い
は

、
主

任
保

育
士

等
よ

り
副

主
任

保
育

士
等

の
賃

金
の

方
が

高
く

な
り

賃
金

バ
ラ

ン
ス

が
崩

れ
て

し
ま

う
結

果
と

し
て

副
主

任
保

育
士

等
に

対
し

て
賃

金
の

改
善

が
で

き
な

く
こ

と
を

避
け

る
た

め
、

必
ず

し
も

研
修

の
修

了
を

求
め

て
い

ま
せ

ん
。

1
3

区
分

２
対

象
職

員

加
算

Ⅲ
で

は
、

法
人

役
員

を
兼

務
す

る
施

設
長

の
賃

金
の

改
善

は
で

き
ま

せ
ん

で
し

た
が

、
区

分
２

で
は

、
法

人
役

員
を

兼
務

す
る

施
設

長
の

賃
金

の
改

善
を

し
て

も
よ

い
と

い
う

理
解

で
良

い
で

し
ょ

う
か

。

お
見

込
み

の
と

お
り

で
す

。
加

算
Ⅰ

（
賃

金
改

善
要

件
分

）
と

加
算

Ⅲ
を

区
分

２
と

し
て

見
直

す
に

当
た

り
、

通
常

の
教

育
・

保
育

に
従

事
す

る
職

員
と

し
て

、
施

設
・

事
業

所
が

定
め

た
給

与
規

程
に

基
づ

き
、

給
与

が
支

払
わ

れ
て

い
る

施
設

長
で

あ
れ

ば
、

法
人

役
員

を
兼

務
し

て
い

て
も

、
加

算
の

対
象

と
す

る
よ

う
、

取
扱

い
の

統
一

化
を

図
っ

た
も

の
で

す
。

1
4

区
分

１
要

件

区
分

１
の

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

要
件

に
つ

い
て

、
「

就
業

規
則

等
の

明
確

な
根

拠
規

定
を

書
面

で
整

備
」

と
あ

り
ま

す
が

、
処

遇
改

善
等

加
算

の
一

本
化

に
伴

い
、

加
算

Ⅰ
・

加
算

Ⅱ
・

加
算

Ⅲ
に

係
る

記
載

を
変

更
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
例

え
ば

、
令

和
６

年
度

に
就

業
規

則
等

を
整

備
し

て
加

算
Ⅰ

・
加

算
Ⅱ

・
加

算
Ⅲ

を
取

得
し

て
お

り
、

令
和

７
年

度
も

区
分

１
・

区
分

２
・

区
分

３
を

算
定

し
、

実
質

的
に

変
更

が
生

じ
て

い
な

い
よ

う
な

場
合

は
、

適
宜

読
み

替
え

、
就

業
規

則
等

が
整

備
さ

れ
て

い
る

も
の

と
し

て
取

り
扱

っ
て

よ
い

で
し

ょ
う

か
。

お
見

込
み

の
と

お
り

取
り

扱
っ

て
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。
な

お
、

読
み

替
え

に
あ

た
っ

て
は

以
下

の
対

応
関

係
を

参
考

と
し

て
く

だ
さ

い
。

　
区

分
１

：
加

算
Ⅰ

（
基

礎
分

）
　

区
分

２
：

加
算

Ⅰ
（

賃
金

改
善

要
件

分
）

又
は

加
算

Ⅲ
　

区
分

３
：

加
算

Ⅱ

4
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第
５

版
（

令
和

７
年

1
0
月

８
日

時
点

版
）

N
o
.

事
項

１
問

答
事

項
２

1
5

区
分

３
要

件

処
遇

改
善

等
加

算
通

知
の

第
２

の
３

の
(
2
)
の

（
注

１
）

に
お

い
て

、
区

分
３

に
よ

る
賃

金
の

改
善

対
象

と
し

て
、

研
修

修
了

見
込

み
の

者
を

含
む

こ
と

と
な

っ
て

い
ま

す
。

年
度

当
初

は
、

研
修

修
了

見
込

み
が

あ
っ

た
た

め
、

賃
金

の
改

善
を

行
っ

た
も

の
の

、
結

果
と

し
て

、
研

修
を

修
了

で
き

な
か

っ
た

場
合

は
、

加
算

の
要

件
に

該
当

し
な

い
こ

と
に

な
る

の
で

し
ょ

う
か

。

賃
金

の
改

善
を

行
っ

た
研

修
修

了
見

込
み

の
者

が
年

度
内

に
研

修
を

修
了

で
き

な
か

っ
た

場
合

、
加

算
額

の
返

還
を

求
め

る
こ

と
ま

で
は

要
し

ま
せ

ん
が

、
翌

年
度

に
、

速
や

か
に

研
修

を
修

了
し

て
く

だ
さ

い
。

な
お

、
翌

年
度

に
お

い
て

合
理

的
な

理
由

な
く

速
や

か
に

研
修

を
終

了
せ

ず
に

配
分

対
象

と
す

る
こ

と
は

、
処

遇
改

善
等

加
算

の
第

７
の

虚
偽

等
の

場
合

の
返

還
措

置
に

該
当

す
る

こ
と

も
あ

り
得

ま
す

。

1
6

区
分

３
要

件

区
分

３
の

加
算

額
の

算
定

に
当

た
り

、
第

２
の

３
の

(
1
)
の

研
修

の
ⅰ

と
ⅱ

の
両

方
を

修
了

し
て

い
る

者
が

い
る

場
合

、
人

数
Ａ

と
Ｂ

の
両

方
に

計
上

し
て

良
い

の
で

し
ょ

う
か

。

研
修

の
ⅰ

と
ⅱ

の
両

方
を

修
了

し
て

い
る

者
に

つ
い

て
は

、
人

数
Ａ

と
Ｂ

の
ど

ち
ら

か
に

の
み

計
上

し
て

く
だ

さ
い

。
ど

ち
ら

に
計

上
す

る
か

は
施

設
・

事
業

所
の

判
断

と
な

り
ま

す
。

1
7

区
分

３
同

一
事

業
者

内
で

の
配

分

加
算

Ⅱ
で

は
、

2
0
％

を
上

限
と

し
て

同
一

の
設

置
者

・
事

業
者

が
運

営
す

る
他

の
施

設
・

事
業

所
に

お
け

る
賃

金
の

改
善

に
充

て
る

こ
と

が
で

き
ま

し
た

が
、

区
分

３
は

充
当

で
き

な
く

な
っ

た
と

い
う

理
解

で
良

い
で

し
ょ

う
か

。

お
見

込
み

の
と

お
り

で
す

。

1
8

共
通

要
件

認
定

書
類

に
つ

い
て

、
区

分
２

に
係

る
書

類
と

し
て

区
分

１
の

認
定

に
当

た
っ

て
徴

す
る

書
類

を
求

め
て

お
り

、
区

分
３

に
係

る
書

類
と

し
て

区
分

２
の

認
定

に
当

た
っ

て
徴

す
る

書
類

を
求

め
て

い
ま

す
。

区
分

１
の

認
定

を
受

け
な

い
と

区
分

２
の

認
定

も
受

け
ら

れ
な

い
よ

う
な

取
扱

い
な

の
で

し
ょ

う
か

。

認
定

自
体

は
、

区
分

１
、

区
分

２
、

区
分

３
そ

れ
ぞ

れ
で

行
い

ま
す

。
そ

の
た

め
、

区
分

２
の

認
定

は
し

て
も

、
区

分
１

は
認

定
し

な
い

よ
う

な
ケ

ー
ス

も
あ

り
得

ま
す

。

1
9

区
分

３
賃

金
改

善
額

の
算

出
方

法
等

処
遇

改
善

等
加

算
通

知
の

第
２

の
３

の
(
1
)
の

（
注

１
）

で
、

「
加

算
当

年
度

の
４

月
１

日
時

点
の

研
修

修
了

者
（

略
）

の
人

数
で

判
断

す
る

」
こ

と
と

な
っ

て
い

ま
す

。
加

算
額

の
算

定
に

当
た

っ
て

年
度

途
中

に
研

修
修

了
者

の
人

数
に

増
減

が
あ

っ
た

場
合

は
ど

の
よ

う
に

取
り

扱
う

の
で

し
ょ

う
か

。

処
遇

改
善

等
加

算
通

知
の

第
２

の
３

の
(
1
)
の

（
注

１
）

に
つ

い
て

は
増

減
を

考
慮

し
ま

せ
ん

。
区

分
３

は
基

本
給

又
は

決
ま

っ
て

毎
月

支
払

わ
れ

る
手

当
に

よ
る

改
善

を
求

め
て

お
り

、
研

修
修

了
者

の
増

減
に

よ
り

年
度

途
中

で
加

算
額

に
変

更
が

生
じ

た
場

合
に

は
基

本
給

又
は

手
当

の
金

額
も

変
更

す
る

必
要

が
あ

り
給

与
表

・
給

与
規

定
等

の
改

定
等

の
事

務
負

担
が

発
生

す
る

こ
と

を
踏

ま
え

、
事

務
手

続
き

の
負

担
軽

減
の

観
点

か
ら

、
加

算
当

年
度

の
４

月
１

日
時

点
の

人
数

で
当

該
年

度
中

は
算

定
を

行
う

こ
と

と
し

ま
す

。

5

24



第
５

版
（

令
和

７
年

1
0
月

８
日

時
点

版
）

N
o
.

事
項

１
問

答
事

項
２

2
0

区
分

３
賃

金
改

善
額

の
算

出
方

法
等

加
算

額
の

算
定

に
当

た
り

、
区

分
３

ー
①

の
「

人
数

Ａ
」

に
つ

い
て

は
、

「
基

礎
職

員
数

」
×

１
／

３
の

人
数

よ
り

、
処

遇
改

善
等

加
算

通
知

の
第

２
の

３
の

(
1
)
の

ⅰ
と

ⅲ
に

定
め

る
研

修
修

了
者

数
が

少
な

い
と

き
は

、
当

該
研

修
修

了
者

数
に

よ
り

算
定

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
ま

す
。

令
和

７
年

度
か

ら
こ

う
し

た
取

扱
い

に
変

更
と

な
り

ま
し

た
が

、
そ

の
趣

旨
を

教
え

て
く

だ
さ

い
。

ま
た

、
令

和
７

年
度

に
お

い
て

も
、

令
和

７
年

４
月

１
日

時
点

の
研

修
修

了
者

の
人

数
で

判
断

し
な

い
と

い
け

な
い

の
で

し
ょ

う
か

。

加
算

Ⅱ
で

は
、

月
額

４
万

円
の

改
善

を
行

う
副

主
任

保
育

士
等

を
１

人
以

上
確

保
す

る
な

ど
の

要
件

を
満

た
す

場
合

に
、

基
礎

職
員

数
の

１
／

３
の

人
数

分
の

加
算

額
の

算
定

を
可

能
と

し
て

き
ま

し
た

。
加

算
Ⅱ

は
、

リ
ー

ダ
ー

的
な

役
割

な
ど

を
果

た
し

て
い

る
中

堅
の

保
育

士
等

の
専

門
性

の
向

上
を

図
り

つ
つ

、
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

の
仕

組
み

を
構

築
す

る
中

で
そ

れ
を

評
価

し
、

賃
金

水
準

を
引

き
上

げ
て

い
く

た
め

の
も

の
で

す
。

見
直

し
前

の
要

件
で

は
、

必
ず

し
も

、
複

数
の

副
主

任
保

育
士

等
を

確
保

す
る

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
が

働
か

ず
、

上
記

の
目

的
を

十
分

に
達

成
す

る
要

件
に

は
な

っ
て

い
な

か
っ

た
こ

と
か

ら
、

加
算

要
件

の
適

正
化

を
図

っ
た

と
こ

ろ
で

す
。

他
方

で
、

当
該

改
正

に
よ

り
加

算
額

が
少

な
く

な
り

、
こ

れ
ま

で
賃

金
改

善
を

し
て

き
た

職
員

へ
の

賃
金

改
善

が
行

わ
れ

な
く

な
る

こ
と

を
避

け
る

た
め

、
令

和
７

年
度

に
限

り
、

令
和

６
年

度
に

加
算

Ⅱ
の

認
定

を
受

け
て

い
た

施
設

・
事

業
者

に
お

い
て

は
、

令
和

７
年

４
月

１
日

時
点

で
在

籍
し

て
い

た
職

員
に

つ
い

て
、

加
算

額
算

定
に

係
る

研
修

修
了

見
込

み
の

者
（

年
度

内
に

別
に

定
め

る
研

修
を

修
了

す
る

予
定

で
あ

っ
て

、
研

修
計

画
に

お
い

て
当

該
者

が
研

修
を

受
け

る
こ

と
を

明
示

し
、

本
人

に
周

知
さ

れ
て

い
る

と
と

も
に

、
副

主
任

保
育

士
等

に
準

ず
る

職
位

や
職

務
命

令
を

受
け

て
い

る
者

を
い

う
。

N
o
2
2
に

お
い

て
も

同
じ

。
）

で
あ

っ
て

も
、

「
人

数
Ａ

」
の

「
研

修
修

了
者

」
に

含
め

て
差

し
支

え
な

い
も

の
と

し
ま

す
。

な
お

、
こ

の
取

扱
い

は
、

処
遇

改
善

等
加

算
通

知
の

第
２

の
３

の
(
1
)
の

ⅰ
の

副
主

任
保

育
士

等
に

限
ら

ず
、

ⅲ
の

園
長

等
に

つ
い

て
も

対
象

と
し

て
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。

2
1

区
分

３
賃

金
改

善
額

の
算

出
方

法
等

N
o
.
2
0
で

示
さ

れ
た

取
扱

い
の

、
「

年
度

内
に

別
に

定
め

る
研

修
を

修
了

す
る

予
定

で
あ

っ
て

、
研

修
計

画
に

お
い

て
当

該
者

が
研

修
を

受
け

る
こ

と
を

明
示

し
、

本
人

に
周

知
さ

れ
て

い
る

と
と

も
に

、
副

主
任

保
育

士
等

に
準

ず
る

職
位

や
職

務
命

令
を

受
け

て
い

る
」

と
は

、
い

つ
ま

で
に

研
修

計
画

の
作

成
や

本
人

へ
の

周
知

、
副

主
任

保
育

士
等

に
準

ず
る

職
位

や
職

務
命

令
を

受
け

て
い

る
こ

と
が

必
要

な
の

で
し

ょ
う

か
。

基
本

的
に

は
処

遇
改

善
等

加
算

の
認

定
申

請
を

す
る

と
き

ま
で

に
行

う
こ

と
と

し
て

く
だ

さ
い

。
個

別
の

事
情

に
よ

り
、

こ
れ

ら
が

で
き

な
か

っ
た

場
合

は
、

で
き

る
だ

け
速

や
か

に
行

っ
て

い
た

だ
く

こ
と

で
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。

2
2

区
分

３
賃

金
改

善
額

の
算

出
方

法
等

N
o
.
2
0
で

示
さ

れ
た

取
扱

い
に

つ
い

て
、

研
修

修
了

見
込

み
が

あ
っ

た
た

め
、

「
人

数
Ａ

」
に

含
め

た
も

の
の

、
結

果
と

し
て

、
研

修
を

修
了

で
き

な
か

っ
た

場
合

は
、

加
算

の
要

件
に

該
当

し
な

い
こ

と
に

な
る

の
で

し
ょ

う
か

。

N
o
2
0
の

取
扱

い
に

よ
り

、
加

算
額

算
定

に
係

る
研

修
修

了
見

込
み

の
者

が
年

度
内

に
研

修
を

修
了

で
き

な
か

っ
た

場
合

、
加

算
額

の
返

還
を

求
め

る
こ

と
ま

で
は

要
し

ま
せ

ん
が

、
翌

年
度

に
、

速
や

か
に

研
修

を
修

了
し

て
く

だ
さ

い
。

な
お

、
令

和
８

年
４

月
１

日
時

点
で

研
修

を
修

了
し

て
い

な
い

場
合

、
令

和
８

年
度

の
加

算
額

算
定

に
当

た
り

、
当

該
者

は
「

人
数

Ａ
」

に
含

め
る

こ
と

が
で

き
な

く
な

る
の

で
御

留
意

く
だ

さ
い

。

2
3

区
分

３
賃

金
改

善
額

の
算

出
方

法
等

N
o
.
2
0
で

示
さ

れ
た

取
扱

い
に

つ
い

て
、

研
修

修
了

見
込

み
が

「
基

礎
職

員
数

」
×

１
／

３
の

人
数

を
超

え
る

場
合

は
、

「
人

数
Ａ

」
は

、
「

基
礎

職
員

数
」

×
１

／
３

の
人

数
に

な
る

理
解

で
良

い
で

し
ょ

う
か

。

お
見

込
み

の
と

お
り

で
す

。

6
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第
５

版
（

令
和

７
年

1
0
月

８
日

時
点

版
）

N
o
.

事
項

１
問

答
事

項
２

2
4

区
分

２
・

３
要

件

処
遇

改
善

加
算

等
通

知
の

第
２

の
２

の
(
2
)
で

、
「

区
分

２
と

区
分

３
を

併
せ

た
加

算
に

よ
る

改
善

見
込

額
は

、
1
/
2
 
以

上
を

基
本

給
・

決
ま

っ
て

毎
月

支
払

わ
れ

る
手

当
に

よ
り

改
善

す
る

こ
と

」
と

さ
れ

て
い

る
が

、
令

和
７

年
度

は
、

制
度

の
見

直
し

に
伴

い
加

算
額

が
確

定
せ

ず
、

４
月

か
ら

「
基

本
給

・
決

ま
っ

て
毎

月
支

払
わ

れ
る

手
当

」
に

よ
り

賃
金

改
善

を
図

る
こ

と
が

困
難

で
す

。
制

度
変

更
に

伴
う

事
情

に
よ

り
「

1
/
2
 
以

上
を

基
本

給
・

決
ま

っ
て

毎
月

支
払

わ
れ

る
手

当
に

よ
り

改
善

す
る

こ
と

」
が

で
き

な
い

場
合

で
も

、
加

算
の

要
件

を
満

た
さ

な
い

も
の

と
し

て
取

り
扱

う
の

で
し

ょ
う

か
。

制
度

変
更

に
伴

う
事

情
に

よ
り

、
区

分
２

・
３

の
加

算
額

の
認

定
が

遅
れ

た
場

合
は

、
「

1
/
2
 
以

上
を

基
本

給
・

決
ま

っ
て

毎
月

支
払

わ
れ

る
手

当
に

よ
り

改
善

す
る

こ
と

」
を

満
た

し
て

い
な

い
場

合
で

あ
っ

て
も

、
当

該
要

件
を

満
た

す
も

の
と

し
て

取
り

扱
っ

て
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。
た

だ
し

、
原

則
、

認
定

が
さ

れ
て

か
ら

翌
月

以
降

で
き

る
だ

け
速

や
か

に
「

1
/
2
 
以

上
を

基
本

給
・

決
ま

っ
て

毎
月

支
払

わ
れ

る
手

当
に

よ
り

改
善

す
る

こ
と

」
を

満
た

す
こ

と
と

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

自
治

体
に

お
い

て
は

、
実

績
報

告
時

、
年

間
を

通
し

て
「

1
/
2
 
以

上
を

基
本

給
・

決
ま

っ
て

毎
月

支
払

わ
れ

る
手

当
に

よ
り

改
善

す
る

こ
と

」
を

満
た

し
て

い
な

か
っ

た
と

き
、

認
定

が
さ

れ
て

か
ら

翌
月

以
降

に
「

1
/
2
 
以

上
を

基
本

給
・

決
ま

っ
て

毎
月

支
払

わ
れ

る
手

当
に

よ
り

改
善

す
る

こ
と

」
を

満
た

し
て

い
る

か
を

確
認

す
る

必
要

ま
で

は
あ

り
ま

せ
ん

が
、

指
導

監
督

等
の

機
会

に
、

特
段

の
事

情
も

な
く

、
認

定
が

さ
れ

て
か

ら
翌

月
以

降
で

き
る

だ
け

速
や

か
に

「
1
/
2
 
以

上
を

基
本

給
・

決
ま

っ
て

毎
月

支
払

わ
れ

る
手

当
に

よ
り

改
善

す
る

こ
と

」
を

満
た

し
て

い
な

い
場

合
は

、
要

件
を

満
た

さ
な

い
も

の
と

し
て

取
り

扱
っ

て
く

だ
さ

い
。

2
5

区
分

２
・

３
要

件

処
遇

改
善

加
算

等
通

知
の

第
５

の
２

で
、

「
区

分
３

の
「

質
の

向
上

分
」

に
係

る
加

算
額

に
つ

い
て

は
、

副
主

任
保

育
士

等
及

び
職

務
分

野
別

リ
ー

ダ
ー

等
に

対
し

、
役

職
手

当
、

職
務

手
当

な
ど

職
位

、
職

責
又

は
職

務
内

容
等

に
応

じ
て

、
決

ま
っ

て
毎

月
支

払
わ

れ
る

手
当

又
は

基
本

給
に

よ
り

賃
金

の
改

善
を

行
う

こ
と

」
と

さ
れ

て
い

ま
す

が
、

こ
の

要
件

に
つ

い
て

も
N
o
2
4
の

取
扱

い
が

適
用

さ
れ

る
理

解
で

良
い

で
し

ょ
う

か
。

お
見

込
み

の
と

お
り

で
す

。

2
6

区
分

２
・

３
要

件

処
遇

改
善

加
算

等
通

知
の

第
２

の
２

の
(
4
)
で

、
「

①
加

算
当

年
度

の
加

算
に

よ
る

改
善

額
等

の
影

響
を

除
い

た
賃

金
見

込
総

額
」

が
「

②
基

準
年

度
に

お
け

る
加

算
額

等
の

影
響

を
除

い
た

支
払

賃
金

総
額

」
を

下
回

っ
た

場
合

で
も

、
要

件
を

満
た

す
も

の
と

す
る

取
扱

い
が

示
さ

れ
て

い
ま

す
。

当
該

取
扱

い
に

当
た

っ
て

届
け

出
が

必
要

な
、

別
紙

様
式

７
「

特
別

な
事

情
に

よ
る

届
出

書
」

で
は

、
「

当
該

法
人

の
収

支
（

特
定

教
育

・
保

育
施

設
等

に
係

る
事

業
に

限
る

。
）

に
つ

い
て

、
利

用
児

童
数

の
大

幅
な

減
少

な
ど

に
よ

り
経

営
が

悪
化

し
、

一
定

期
間

に
わ

た
り

収
支

が
赤

字
で

あ
る

、
資

金
繰

り
に

支
障

が
生

じ
る

な
ど

の
状

況
」

を
記

載
す

る
こ

と
と

な
っ

て
い

ま
す

が
、

施
設

・
事

業
所

ご
と

で
は

な
く

、
法

人
の

収
支

等
の

状
況

を
説

明
す

る
必

要
が

あ
る

と
い

う
理

解
で

良
い

で
し

ょ
う

か
。

お
見

込
み

の
と

お
り

で
す

。

7
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第
５

版
（

令
和

７
年

1
0
月

８
日

時
点

版
）

N
o
.

事
項

１
問

答
事

項
２

2
7

区
分

２
・

３
要

件

処
遇

改
善

加
算

等
通

知
の

第
２

の
２

の
(
4
)
の

（
留

意
点

）
※

１
．

で
、

「
施

設
・

事
業

所
全

体
の

超
過

勤
務

手
当

が
基

準
年

度
と

比
べ

て
増

加
（

減
少

）
し

て
い

る
場

合
は

、
超

過
勤

務
手

当
の

差
額

を
「

①
加

算
当

年
度

の
加

算
に

よ
る

改
善

額
等

の
影

響
を

除
い

た
賃

金
見

込
総

額
」

か
ら

差
し

引
く

（
加

え
る

）
調

整
を

し
て

も
差

し
支

え
な

い
。

」
と

あ
り

ま
す

が
、

こ
の

「
調

整
」

の
具

体
的

な
取

扱
い

を
お

示
し

く
だ

さ
い

。

調
整

の
具

体
的

な
イ

メ
ー

ジ
は

別
添

１
を

参
照

し
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、

こ
う

し
た

調
整

は
、

超
過

勤
務

の
影

響
に

よ
り

「
①

加
算

当
年

度
の

加
算

に
よ

る
改

善
額

等
の

影
響

を
除

い
た

賃
金

見
込

総
額

」
が

「
②

基
準

年
度

に
お

け
る

加
算

額
等

の
影

響
を

除
い

た
支

払
賃

金
総

額
」

を
下

回
る

よ
う

な
場

合
の

み
行

う
こ

と
で

足
り

、
超

過
勤

務
手

当
額

に
差

が
あ

る
と

き
に

一
律

に
行

う
必

要
は

あ
り

ま
せ

ん
。

2
8

区
分

２
・

３
要

件

処
遇

改
善

加
算

等
通

知
の

第
２

の
２

の
(
4
)
の

（
留

意
点

）
※

１
．

で
、

「
施

設
・

事
業

所
全

体
の

超
過

勤
務

手
当

が
基

準
年

度
と

比
べ

て
増

加
（

減
少

）
し

て
い

る
場

合
は

、
超

過
勤

務
手

当
の

差
額

を
「

①
加

算
当

年
度

の
加

算
に

よ
る

改
善

額
等

の
影

響
を

除
い

た
賃

金
見

込
総

額
」

か
ら

差
し

引
く

（
加

え
る

）
調

整
を

し
て

も
差

し
支

え
な

い
。

」
と

あ
り

ま
す

が
、

施
設

・
事

業
所

に
と

っ
て

は
、

超
過

勤
務

手
当

が
基

準
年

度
と

比
べ

て
増

加
し

て
い

る
と

き
は

、
そ

の
差

額
を

差
し

引
く

調
整

を
す

る
メ

リ
ッ

ト
は

な
い

と
思

わ
れ

ま
す

が
、

調
整

を
す

る
か

し
な

い
か

は
、

施
設

・
事

業
所

の
判

断
と

い
う

理
解

で
良

い
で

し
ょ

う
か

。

お
見

込
み

の
と

お
り

で
す

。
当

該
調

整
を

行
う

方
が

正
確

な
比

較
に

は
な

り
ま

す
が

、
施

設
・

事
業

所
の

事
務

負
担

を
考

慮
し

、
調

整
を

行
う

か
ど

う
か

は
施

設
・

事
業

所
の

判
断

に
よ

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

な
お

、
超

過
勤

務
手

当
の

調
整

に
当

た
っ

て
は

、
職

員
個

人
の

賃
金

水
準

に
つ

い
て

は
「

改
善

を
行

う
賃

金
の

項
目

以
外

の
賃

金
の

項
目

（
給

与
規

定
等

に
基

づ
い

た
職

員
個

人
の

業
績

評
価

等
に

応
じ

て
変

動
す

る
も

の
を

除
く

。
）

の
水

準
を

低
下

さ
せ

な
い

こ
と

（
※
１
）
を

前
提

に
行

う
」

こ
と

と
し

て
お

り
、

超
過

勤
務

手
当

が
増

え
た

か
ら

と
い

っ
て

、
一

時
金

等
を

そ
の

分
減

ら
す

よ
う

な
対

応
は

認
め

ら
れ

な
い

た
め

、
留

意
し

て
く

だ
さ

い
。

（
※

１
）

①
基

準
年

度
と

比
べ

て
加

算
額

が
減

少
す

る
場

合
（
※
２
）
 
、

②
施

設
独

自
の

改
善

を
実

施
し

な
い

こ
と

と
し

た
場

合
、

③
必

要
事

項
を

記
載

し
た

別
紙

様
式

７
「

特
別

な
事

情
に

係
る

届
出

書
」

を
提

出
し

た
場

合
に

つ
い

て
は

、
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

（
※

２
）

加
算

額
や

施
設

独
自

の
改

善
額

が
減

少
し

た
か

ら
と

い
っ

て
、

加
算

額
や

施
設

独
自

の
改

善
額

の
減

少
分

以
上

に
賃

金
水

準
を

下
げ

る
こ

と
は

認
め

ら
れ

な
い

た
め

、
留

意
す

る
こ

と
。

2
9

区
分

２
・

３
要

件

施
設

・
事

業
所

に
と

っ
て

は
、

超
過

勤
務

手
当

の
差

額
が

あ
る

と
き

に
調

整
を

行
う

こ
と

で
メ

リ
ッ

ト
が

あ
る

か
ど

う
か

は
、

年
度

間
の

超
過

勤
務

の
状

況
に

よ
り

異
な

る
こ

と
が

想
定

さ
れ

ま
す

が
、

そ
の

年
度

に
よ

っ
て

、
調

整
を

行
う

か
ど

う
か

を
変

え
て

良
い

の
で

し
ょ

う
か

。
も

し
く

は
、

調
整

を
行

う
か

ど
う

か
を

決
め

た
ら

後
は

変
更

で
き

な
い

な
ど

の
取

扱
い

が
あ

る
の

で
し

ょ
う

か
。

超
過

勤
務

手
当

の
差

額
に

係
る

調
整

を
行

う
か

ど
う

か
は

、
そ

の
年

度
に

よ
っ

て
判

断
し

て
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。

3
0

共
通

対
象

職
員

地
方

単
独

事
業

に
よ

る
加

配
職

員
や

施
設

が
独

自
に

加
配

し
て

い
る

職
員

は
、

処
遇

改
善

の
対

象
と

な
る

の
で

し
ょ

う
か

。
実

際
に

賃
金

改
善

を
行

う
に

当
た

っ
て

は
、

地
方

単
独

事
業

や
施

設
が

独
自

に
加

配
し

て
い

る
職

員
に

つ
い

て
も

、
通

常
の

教
育

・
保

育
に

従
事

し
て

い
る

場
合

に
は

対
象

と
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。

3
1

共
通

対
象

職
員

派
遣

職
員

は
処

遇
改

善
の

対
象

と
な

る
の

で
し

ょ
う

か
。

派
遣

職
員

も
対

象
と

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
が

、
そ

の
場

合
、

派
遣

元
事

業
所

を
通

じ
て

賃
金

改
善

が
確

実
に

行
わ

れ
る

こ
と

を
確

認
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。

3
2

共
通

対
象

職
員

育
児

休
業

を
取

得
予

定
の

職
員

は
処

遇
改

善
の

対
象

と
な

る
の

で
し

ょ
う

か
。

対
象

と
な

り
ま

す
。

た
だ

し
、

育
児

休
業

中
に

給
与

が
支

払
わ

れ
て

い
な

い
場

合
は

、
そ

の
期

間
に

係
る

改
善

額
は

０
円

と
な

り
ま

す
。

8
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第
５

版
（

令
和

７
年

1
0
月

８
日

時
点

版
）

N
o
.

事
項

１
問

答
事

項
２

3
3

共
通

対
象

職
員

賃
金

改
善

の
対

象
と

し
て

い
る

職
員

が
育

児
休

業
を

取
得

し
た

場
合

の
賃

金
改

善
額

は
ど

の
よ

う
に

算
定

す
る

の
で

し
ょ

う
か

。
通

常
、

育
児

休
業

期
間

中
は

給
与

が
支

払
わ

れ
な

い
た

め
、

こ
の

場
合

の
育

児
休

業
取

得
者

に
係

る
賃

金
改

善
額

は
ゼ

ロ
に

な
り

ま
す

。
こ

の
た

め
、

必
要

に
応

じ
て

、
代

理
の

職
員

の
発

令
等

を
行

い
、

当
該

職
員

に
対

し
て

賃
金

改
善

を
行

う
こ

と
が

考
え

ら
れ

ま
す

。

3
4

区
分

３
対

象
職

員

経
験

年
数

は
「

概
ね

７
年

以
上

」
「

概
ね

３
年

以
上

」
と

さ
れ

て
い

ま
す

が
、

こ
の

「
概

ね
」

の
考

え
方

を
お

示
し

く
だ

さ
い

。
区

分
３

は
、

保
育

士
等

の
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

の
仕

組
み

を
構

築
す

る
た

め
、

一
定

の
技

能
・

経
験

を
有

す
る

者
に

、
そ

の
技

能
・

経
験

に
応

じ
た

処
遇

改
善

を
行

う
こ

と
を

本
旨

と
し

て
い

ま
す

。
し

た
が

っ
て

、
お

示
し

し
て

い
る

経
験

年
数

は
、

副
主

任
保

育
士

等
及

び
職

務
分

野
別

リ
ー

ダ
ー

に
相

当
す

る
職

位
の

職
員

が
通

常
有

す
る

と
考

え
ら

れ
る

経
験

年
数

を
「

目
安

」
と

し
て

お
示

し
し

て
い

る
も

の
で

あ
り

、
必

ず
し

も
、

お
示

し
し

て
い

る
経

験
年

数
が

な
け

れ
ば

賃
金

改
善

の
対

象
と

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
も

の
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。
ま

た
、

お
示

し
し

て
い

る
経

験
年

数
の

職
員

に
一

律
に

賃
金

改
善

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
も

あ
り

ま
せ

ん
。

各
園

の
職

員
の

構
成

や
状

況
を

踏
ま

え
て

、
発

令
さ

れ
る

職
位

、
職

責
又

は
職

務
内

容
等

に
応

じ
て

、
施

設
の

判
断

で
適

切
な

処
遇

改
善

を
行

っ
て

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
し

ま
す

。

3
5

区
分

３
対

象
職

員

年
度

途
中

に
採

用
し

た
職

員
や

研
修

修
了

要
件

を
満

た
す

職
員

等
に

つ
い

て
、

処
遇

改
善

の
加

算
対

象
と

す
る

こ
と

は
で

き
る

の
で

し
ょ

う
か

。

年
度

途
中

に
採

用
し

た
職

員
や

、
新

た
に

発
令

を
受

け
職

位
に

つ
く

職
員

等
に

対
し

て
も

、
加

算
対

象
と

す
る

こ
と

が
可

能
で

す
。

3
6

区
分

３
対

象
職

員
に

対
す

る
発

令
等

賃
金

改
善

を
行

う
役

職
の

名
称

は
必

ず
「

副
主

任
保

育
士

」
や

「
職

務
分

野
別

リ
ー

ダ
ー

」
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

の
で

し
ょ

う
か

。
既

に
園

内
で

こ
れ

ら
に

相
当

す
る

役
職

（
教

務
主

任
・

学
年

主
任

等
）

を
設

定
し

て
い

ま
す

が
、

こ
の

よ
う

な
役

職
の

ま
ま

で
も

区
分

３
の

加
算

対
象

と
な

る
の

で
し

ょ
う

か
。

「
副

主
任

保
育

士
」

「
専

門
リ

ー
ダ

ー
」

「
職

務
分

野
別

リ
ー

ダ
ー

」
な

ど
は

、
あ

く
ま

で
例

と
し

て
お

示
し

し
た

も
の

で
あ

り
、

各
施

設
・

事
業

所
に

お
け

る
業

務
実

態
等

を
踏

ま
え

、
こ

れ
ら

以
外

の
名

称
を

使
用

す
る

こ
と

も
可

能
で

す
。

ま
た

、
既

に
施

設
・

事
業

所
内

で
こ

れ
ら

に
相

当
す

る
役

職
が

設
定

さ
れ

て
い

る
場

合
、

そ
の

ま
ま

区
分

３
の

対
象

と
す

る
こ

と
も

可
能

で
す

。

3
7

区
分

３
対

象
職

員
に

対
す

る
発

令
等

同
じ

金
額

を
配

分
さ

れ
て

い
る

者
で

あ
っ

て
も

、
施

設
に

よ
っ

て
副

主
任

保
育

士
等

で
あ

る
一

方
で

、
他

の
施

設
で

は
職

務
分

野
別

リ
ー

ダ
ー

等
と

、
役

職
が

異
な

る
取

扱
い

と
な

る
こ

と
も

想
定

さ
れ

ま
す

が
、

こ
う

し
た

取
扱

い
は

問
題

な
い

で
し

ょ
う

か
。

副
主

任
保

育
士

等
、

職
務

分
野

別
リ

ー
ダ

ー
等

の
ど

ち
ら

で
任

命
す

る
か

は
各

施
設

の
人

事
体

系
、

賃
金

体
系

に
応

じ
て

判
断

す
る

も
の

で
あ

り
、

施
設

に
よ

っ
て

役
職

が
異

な
る

取
扱

い
と

な
っ

て
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。

3
8

区
分

３
対

象
職

員
に

対
す

る
発

令
等

区
分

３
の

対
象

職
員

に
対

す
る

発
令

は
、

毎
年

度
行

う
必

要
が

あ
る

の
で

し
ょ

う
か

。
一

度
発

令
し

た
職

位
等

と
同

一
の

職
位

等
に

引
き

続
き

在
職

す
る

場
合

で
あ

れ
ば

、
改

め
て

発
令

を
行

う
必

要
は

あ
り

ま
せ

ん
。

3
9

区
分

３
対

象
職

員
に

対
す

る
発

令
等

小
規

模
保

育
事

業
所

で
は

主
任

保
育

士
の

職
位

が
設

け
ら

れ
て

お
ら

ず
、

管
理

者
と

保
育

士
の

み
の

事
業

所
も

あ
り

ま
す

が
、

こ
の

よ
う

な
事

業
所

が
区

分
３

を
取

得
す

る
場

合
に

は
「

副
主

任
保

育
士

等
」

「
職

務
分

野
別

リ
ー

ダ
ー

」
と

は
別

に
「

主
任

保
育

士
」

の
職

位
も

設
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

の
で

し
ょ

う
か

。

小
規

模
保

育
事

業
所

（
事

業
所

内
保

育
事

業
所

（
Ａ

型
又

は
Ｂ

型
）

を
含

む
。

）
に

つ
い

て
は

、
区

分
３

の
取

得
に

際
し

て
、

「
副

主
任

保
育

士
等

」
及

び
「

職
務

分
野

別
リ

ー
ダ

ー
」

に
対

応
す

る
職

位
を

設
け

れ
ば

よ
く

、
こ

れ
に

加
え

て
、

主
任

保
育

士
の

職
位

を
新

た
に

設
け

る
必

要
は

あ
り

ま
せ

ん
。

9
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第
５

版
（

令
和

７
年

1
0
月

８
日

時
点

版
）

N
o
.

事
項

１
問

答
事

項
２

4
0

区
分

３
対

象
職

員
に

対
す

る
発

令
等

小
規

模
保

育
事

業
に

つ
い

て
、

主
任

保
育

士
を

区
分

３
に

よ
る

直
接

の
賃

金
改

善
の

対
象

と
す

る
こ

と
は

で
き

る
の

で
し

ょ
う

か
。

小
規

模
保

育
事

業
Ａ

型
又

は
Ｂ

型
を

行
う

事
業

所
（

事
業

所
内

保
育

事
業

所
（

Ａ
型

又
は

Ｂ
型

）
を

含
む

。
）

に
つ

い
て

は
、

保
育

所
と

同
様

に
、

主
任

保
育

士
を

処
遇

改
善

等
加

算
区

分
３

に
よ

る
直

接
の

賃
金

改
善

の
対

象
と

す
る

こ
と

は
で

き
ず

、
賃

金
の

バ
ラ

ン
ス

等
を

踏
ま

え
て

必
要

な
場

合
に

行
う

配
分

調
整

に
よ

る
賃

金
改

善
の

み
が

可
能

と
な

り
ま

す
。

ま
た

、
家

庭
的

保
育

事
業

に
近

い
形

態
で

あ
る

小
規

模
保

育
事

業
Ｃ

型
を

行
う

事
業

所
に

つ
い

て
は

、
公

定
価

格
上

に
お

い
て

主
任

保
育

士
の

人
件

費
を

設
定

し
て

い
な

い
こ

と
か

ら
、

主
任

保
育

士
の

職
位

に
あ

る
者

に
つ

い
て

も
、

処
遇

改
善

等
加

算
区

分
３

に
よ

る
直

接
の

賃
金

改
善

の
対

象
と

し
て

差
し

支
え

あ
り

ま
せ

ん
。

4
1

共
通

要
件

区
分

１
、

２
、

３
と

も
、

職
員

の
経

験
年

数
を

算
定

す
る

必
要

が
あ

る
と

こ
ろ

、
算

定
に

あ
た

り
、

派
遣

労
働

者
や

、
育

児
休

業
・

産
前

産
後

休
業

を
取

得
し

て
い

る
職

員
の

経
験

年
数

は
算

定
対

象
に

な
る

の
で

し
ょ

う
か

。

派
遣

労
働

者
の

経
験

年
数

に
つ

い
て

は
算

定
対

象
と

な
り

ま
す

。
一

方
、

育
児

休
業

・
産

前
産

後
休

業
を

取
得

し
て

い
る

職
員

に
つ

い
て

は
、

当
該

休
業

期
間

の
有

給
・

無
給

を
問

わ
ず

算
定

対
象

と
な

り
ま

す
。

ま
た

、
育

児
休

業
・

産
前

産
後

休
業

を
取

得
し

て
い

る
職

員
本

人
の

経
験

年
数

が
算

定
対

象
と

な
る

た
め

、
当

該
職

員
の

代
替

職
員

の
経

験
年

数
は

算
定

対
象

と
な

り
ま

せ
ん

。

4
2

共
通

要
件

経
験

年
数

の
算

定
に

当
た

り
、

複
数

の
施

設
で

勤
務

す
る

職
員

は
、

勤
務

す
る

施
設

・
事

業
所

の
全

て
に

お
い

て
算

定
対

象
に

含
め

る
こ

と
に

な
る

の
で

し
ょ

う
か

。

通
常

の
教

育
・

保
育

に
従

事
す

る
施

設
の

う
ち

、
主

に
勤

務
す

る
施

設
・

事
業

所
で

算
定

対
象

と
し

ま
す

。
な

お
、

複
数

の
施

設
・

事
業

所
に

勤
務

す
る

職
員

を
算

定
対

象
に

含
め

る
か

に
つ

い
て

は
、

主
に

勤
務

す
る

施
設

・
事

業
所

の
勤

務
状

況
の

み
に

よ
り

判
断

す
る

の
で

は
な

く
、

勤
務

す
る

施
設

・
事

業
所

全
て

の
勤

務
状

況
に

よ
り

判
断

す
る

こ
と

に
な

り
ま

す
。

4
3

共
通

要
件

平
均

経
験

年
数

の
算

定
に

当
た

り
、

認
可

外
保

育
施

設
指

導
監

督
基

準
を

満
た

す
旨

の
証

明
書

が
交

付
さ

れ
た

施
設

で
の

勤
続

年
月

数
を

含
め

る
こ

と
が

で
き

ま
す

が
、

加
算

当
年

度
の

４
月

１
日

時
点

で
当

該
証

明
書

が
交

付
さ

れ
て

い
れ

ば
、

勤
務

し
た

期
間

の
全

て
を

含
め

る
こ

と
が

で
き

る
の

で
し

ょ
う

か
。

認
可

外
保

育
施

設
指

導
監

督
基

準
を

満
た

す
旨

の
証

明
書

が
交

付
さ

れ
て

い
る

期
間

の
み

を
含

め
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

た
だ

し
、

認
可

外
保

育
施

設
の

届
出

後
、

初
め

て
の

指
導

監
査

の
結

果
、

当
該

証
明

書
を

交
付

さ
れ

た
施

設
に

つ
い

て
は

、
事

業
の

開
始

の
日

か
ら

当
該

証
明

書
が

交
付

さ
れ

る
ま

で
の

期
間

を
含

め
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

4
4

区
分

３
配

分
方

法

処
遇

改
善

等
加

算
通

知
第

５
の

２
に

お
い

て
「

対
象

者
や

賃
金

改
善

額
が

恣
意

的
に

偏
る

こ
と

な
く

、
改

善
が

必
要

な
職

種
の

職
員

に
対

し
て

重
点

的
に

講
じ

ら
れ

る
よ

う
留

意
す

る
」

と
さ

れ
て

い
ま

す
が

、
各

職
員

に
傾

斜
を

つ
け

て
賃

金
改

善
を

行
う

こ
と

は
一

切
認

め
ら

れ
な

い
と

い
う

こ
と

で
し

ょ
う

か
。

処
遇

改
善

等
加

算
に

係
る

賃
金

改
善

要
件

分
を

特
定

の
保

育
従

事
者

等
に

合
理

的
な

理
由

な
く

偏
っ

て
配

分
す

る
と

い
っ

た
、

恣
意

的
な

賃
金

改
善

が
行

わ
れ

な
い

よ
う

留
意

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

従
っ

て
、

若
手

職
員

へ
の

配
分

を
厚

く
す

る
、

保
育

従
事

者
の

経
験

に
応

じ
て

傾
斜

を
つ

け
る

な
ど

、
合

理
的

な
理

由
に

よ
り

施
設

の
方

針
に

基
づ

き
賃

金
改

善
を

行
う

こ
と

は
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。

4
5

共
通

賃
金

改
善

額
の

算
出

方
法

等

処
遇

改
善

等
加

算
通

知
で

示
さ

れ
て

い
る

「
事

業
主

負
担

増
加

見
込

総
額

」
及

び
「

基
準

年
度

の
処

遇
改

善
等

加
算

の
加

算
額

に
係

る
法

定
福

利
費

分
」

を
算

出
す

る
＜

算
式

＞
は

「
標

準
」

と
さ

れ
て

い
ま

す
が

、
別

の
方

法
に

よ
る

算
定

も
可

能
と

理
解

し
て

よ
ろ

し
い

で
し

ょ
う

か
。

お
見

込
み

の
と

お
り

で
す

。
別

の
方

法
で

算
定

す
る

場
合

は
、

算
定

の
考

え
方

に
つ

い
て

説
明

で
き

る
こ

と
が

必
要

で
す

。

1
0
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第
５

版
（

令
和

７
年

1
0
月

８
日

時
点

版
）

N
o
.

事
項

１
問

答
事

項
２

4
6

区
分

２
・

３
賃

金
改

善
額

の
算

出
方

法
等

賃
金

改
善

実
施

期
間

終
了

後
、

基
本

給
・

決
ま

っ
て

毎
月

支
払

わ
れ

る
手

当
に

よ
る

改
善

額
が

１
／

２
を

下
回

っ
て

い
た

場
合

は
、

区
分

２
、

区
分

３
の

要
件

を
満

た
さ

な
い

と
し

て
、

加
算

認
定

の
取

り
消

し
と

な
る

の
で

し
ょ

う
か

。

年
度

途
中

に
職

員
が

急
に

休
業

を
取

得
し

た
場

合
な

ど
、

賃
金

改
善

計
画

書
策

定
時

に
想

定
し

て
い

な
か

っ
た

事
情

が
発

生
し

た
影

響
に

よ
り

、
基

本
給

・
決

ま
っ

て
毎

月
支

払
わ

れ
る

手
当

に
よ

る
改

善
額

が
賃

金
改

善
額

の
１

／
２

を
下

回
っ

た
場

合
に

つ
い

て
は

、
加

算
認

定
を

取
り

消
す

必
要

は
あ

り
ま

せ
ん

。
な

お
、

賃
金

改
善

実
績

報
告

書
に

お
い

て
加

算
残

額
が

発
生

し
て

い
る

場
合

に
は

、
翌

年
度

に
、

そ
の

全
額

を
一

時
金

等
に

よ
り

職
員

の
賃

金
改

善
に

充
て

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。

4
7

区
分

３
賃

金
改

善
額

の
算

出
方

法
等

前
年

度
に

区
分

３
を

取
得

し
て

い
て

も
、

当
年

度
に

お
い

て
加

算
を

受
け

る
に

は
改

め
て

加
算

認
定

さ
れ

る
必

要
が

あ
り

ま
す

が
、

自
治

体
か

ら
加

算
認

定
さ

れ
る

ま
で

の
間

に
つ

い
て

は
、

職
員

に
加

算
に

よ
る

賃
金

改
善

分
の

給
与

を
支

給
せ

ず
、

加
算

認
定

後
に

遡
及

し
て

支
給

す
る

こ
と

は
可

能
で

し
ょ

う
か

。

区
分

３
に

よ
る

賃
金

改
善

は
、

基
本

給
・

決
ま

っ
て

毎
月

支
払

わ
れ

る
手

当
に

よ
り

改
善

す
る

こ
と

が
必

要
と

な
る

た
め

、
加

算
に

よ
る

賃
金

改
善

分
の

給
与

を
支

給
す

る
よ

う
努

め
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、

加
算

に
よ

る
賃

金
改

善
分

の
給

与
を

一
時

的
に

で
は

あ
っ

て
も

支
給

し
な

い
こ

と
に

つ
い

て
は

、
賃

金
引

き
下

げ
に

当
た

る
可

能
性

が
あ

り
ま

す
の

で
、

労
働

契
約

や
就

業
規

則
等

に
照

ら
し

て
問

題
が

生
じ

な
い

か
十

分
に

ご
検

討
く

だ
さ

い
。

4
8

区
分

３
賃

金
改

善
額

の
算

出
方

法
等

「
基

礎
職

員
数

」
を

算
出

す
る

際
の

年
齢

別
の

児
童

数
に

は
、

特
例

給
付

を
受

け
る

児
童

も
含

め
る

の
で

し
ょ

う
か

。
ま

た
、

い
わ

ゆ
る

私
的

契
約

児
に

つ
い

て
は

、
こ

れ
に

含
ま

な
い

整
理

と
い

う
こ

と
で

よ
い

で
し

ょ
う

か
。

特
例

給
付

を
受

け
る

児
童

に
つ

い
て

、
そ

の
児

童
の

年
齢

区
分

（
小

規
模

保
育

事
業

所
C
は

児
童

数
）

に
含

め
て

計
算

し
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、

当
然

の
こ

と
な

が
ら

私
的

契
約

児
に

つ
い

て
は

、
算

定
に

含
め

ま
せ

ん
。

4
9

区
分

３
賃

金
改

善
額

の
算

出
方

法
等

認
定

こ
ど

も
園

に
お

い
て

「
基

礎
職

員
数

」
を

算
出

す
る

際
、

教
育

標
準

時
間

認
定

子
ど

も
の

利
用

定
員

を
設

定
し

な
い

場
合

の
調

整
を

受
け

る
施

設
の

場
合

、
「

主
幹

保
育

教
諭

等
の

専
任

化
に

よ
り

子
育

て
支

援
の

取
り

組
み

を
実

施
し

て
い

な
い

場
合

で
あ

っ
て

代
替

保
育

教
諭

等
を

配
置

し
て

い
な

い
場

合
」

は
該

当
と

な
る

の
で

し
ょ

う
か

。

保
育

認
定

に
係

る
代

替
保

育
教

諭
１

名
の

配
置

が
さ

れ
て

い
る

の
で

あ
れ

ば
、

「
該

当
な

し
」

と
な

り
ま

す
。

代
替

保
育

教
諭

１
名

の
配

置
が

さ
れ

て
い

な
い

の
で

あ
れ

ば
、

「
１

」
を

減
じ

る
こ

と
と

と
な

り
ま

す
。

5
0

区
分

３
賃

金
改

善
額

の
算

出
方

法
等

区
分

３
の

対
象

職
員

が
、

年
度

途
中

に
計

画
時

に
は

想
定

し
て

い
な

か
っ

た
事

情
に

よ
り

休
業

と
な

っ
た

場
合

、
ど

の
よ

う
に

賃
金

改
善

を
行

え
ば

い
い

で
し

ょ
う

か
。

そ
の

場
合

に
は

、
代

理
の

職
員

の
発

令
等

を
行

い
、

当
該

職
員

に
対

し
て

賃
金

改
善

を
行

う
こ

と
が

基
本

と
な

り
ま

す
。

た
だ

し
、

休
業

と
な

っ
た

時
期

や
園

の
職

員
構

成
等

を
考

慮
し

、
代

理
の

職
員

の
発

令
等

が
難

し
い

場
合

に
は

、
別

途
代

理
の

職
員

の
発

令
等

は
行

わ
ず

、
施

設
職

員
の

賃
金

改
善

に
充

て
て

い
た

だ
け

れ
ば

問
題

あ
り

ま
せ

ん
。

そ
の

際
、

対
象

者
・

改
善

額
・

改
善

方
法

に
つ

い
て

は
、

施
設

に
お

い
て

自
由

に
行

っ
て

い
た

だ
く

こ
と

が
可

能
で

す
。

例
え

ば
、

副
主

任
保

育
士

等
と

し
て

発
令

を
行

っ
て

い
な

い
職

員
に

配
分

す
る

こ
と

や
一

時
金

に
よ

っ
て

支
払

う
こ

と
、

翌
年

度
の

賃
金

改
善

に
充

て
る

こ
と

も
可

能
で

す
。

な
お

、
こ

の
場

合
、

結
果

と
し

て
、

月
額

４
万

円
を

上
回

る
配

分
と

な
る

こ
と

も
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

が
、

当
初

想
定

し
得

な
か

っ
た

事
情

に
よ

る
残

額
の

調
整

で
あ

る
こ

と
が

分
か

る
よ

う
に

実
績

報
告

書
に

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

1
1

30



第
５

版
（

令
和

７
年

1
0
月

８
日

時
点

版
）

N
o
.

事
項

１
問

答
事

項
２

5
1

共
通

法
定

福
利

費
等

の
取

扱
い

「
事

業
主

負
担

増
加

見
込

総
額

」
の

定
義

で
あ

る
「

各
職

員
に

つ
い

て
「

加
算

に
よ

る
改

善
見

込
額

」
に

応
じ

て
増

加
す

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

る
法

定
福

利
費

等
の

事
業

主
負

担
分

の
額

」
の

、
「

法
定

福
利

費
等

の
事

業
主

負
担

増
加

額
」

の
範

囲
は

ど
の

よ
う

な
も

の
で

す
か

。

法
定

福
利

費
等

の
事

業
主

負
担

増
加

額
は

、
次

の
も

の
を

含
み

ま
す

。
健

康
保

険
料

、
介

護
保

険
料

、
厚

生
年

金
保

険
料

、
子

ど
も

・
子

育
て

拠
出

金
、

雇
用

保
険

料
、

労
災

保
険

料
等

に
お

け
る

、
処

遇
改

善
に

よ
る

賃
金

上
昇

分
に

応
じ

た
事

業
主

負
担

増
加

分
、

法
人

事
業

税
に

お
け

る
処

遇
改

善
に

よ
る

賃
金

上
昇

分
に

応
じ

た
外

形
標

準
課

税
の

付
加

価
値

額
増

加
分

、
退

職
手

当
共

済
制

度
等

に
お

け
る

掛
金

等
が

増
加

す
る

場
合

の
増

加
分

。

5
2

共
通

そ
の

他

事
業

者
が

処
遇

改
善

等
加

算
等

に
よ

り
賃

上
げ

を
実

施
し

た
場

合
に

は
、

賃
上

げ
額

の
一

部
を

法
人

税
な

ど
か

ら
控

除
で

き
る

の
で

し
ょ

う
か

。

令
和

６
年

度
税

制
改

正
に

よ
り

、
賃

上
げ

促
進

税
制

に
お

い
て

、
処

遇
改

善
加

算
を

活
用

し
て

賃
上

げ
し

た
分

も
税

額
控

除
の

対
象

と
な

り
ま

す
。

詳
細

は
、

経
済

産
業

省
及

び
中

小
企

業
庁

の
賃

上
げ

促
進

税
制

に
係

る
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
を

参
照

し
て

く
だ

さ
い

。
※

全
企

業
向

け
・

中
堅

企
業

向
け

　
賃

上
げ

促
進

税
制

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
m
e
t
i
.
g
o
.
j
p
/
p
o
l
i
c
y
/
e
c
o
n
o
m
y
/
j
i
n
z
a
i
/
s
y
o
t
o
k
u
k
a
k
u
d
a
i
s
o
k
u
s
h
i
n
/
s
y
o
t
o
k
u
k
a
k
u
d
a

i
.
h
t
m
l

※
中

小
企

業
向

け
　

賃
上

げ
促

進
税

制
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
c
h
u
s
h
o
.
m
e
t
i
.
g
o
.
j
p
/
z
a
i
m
u
/
z
e
i
s
e
i
/
s
y
o
t
o
k
u
k
a
k
u
d
a
i
.
h
t
m
l

5
3

区
分

２
・

３
要

件

「
基

準
年

度
に

お
け

る
職

員
の

支
払

賃
金

の
総

額
」

の
定

義
に

お
い

て
、

「
加

算
当

年
度

に
在

籍
し

、
基

準
年

度
に

在
籍

し
て

い
な

い
職

員
が

い
る

場
合

は
、

加
算

当
年

度
と

同
水

準
の

賃
金

が
基

準
年

度
に

支
払

わ
れ

て
い

た
も

の
と

仮
定

し
て

計
算

す
る

も
の

と
す

る
」

こ
と

と
な

っ
て

い
ま

す
。

逆
に

、
基

準
年

度
に

在
籍

し
、

加
算

当
年

度
に

在
籍

し
て

い
な

い
職

員
は

ど
の

よ
う

に
取

り
扱

う
の

で
し

ょ
う

か
。

加
算

当
年

度
に

在
籍

し
て

い
な

い
職

員
に

つ
い

て
は

、
別

紙
様

式
４

別
添

１
及

び
別

紙
様

式
６

別
添

１
の

「
賃

金
改

善
明

細
（

職
員

別
表

）
」

に
は

記
載

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
記

載
を

し
な

い
こ

と
で

、
「

①
加

算
当

年
度

の
加

算
に

よ
る

改
善

額
等

の
影

響
を

除
い

た
賃

金
見

込
総

額
」

が
「

②
基

準
年

度
に

お
け

る
加

算
額

等
の

影
響

を
除

い
た

支
払

賃
金

総
額

」
を

下
回

っ
て

い
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

際
の

対
象

と
し

な
い

取
扱

い
と

し
て

い
ま

す
。

5
4

区
分

２
・

３
要

件

「
加

算
当

年
度

に
在

籍
し

、
基

準
年

度
に

在
籍

し
て

い
な

い
職

員
が

い
る

場
合

は
、

加
算

当
年

度
と

同
水

準
の

賃
金

が
基

準
年

度
に

支
払

わ
れ

て
い

た
も

の
と

仮
定

し
て

計
算

す
る

も
の

と
す

る
」

取
扱

い
や

、
N
o
.
5
3
で

示
さ

れ
た

取
扱

い
に

つ
い

て
、

年
度

の
一

部
だ

け
賃

金
が

支
払

わ
れ

て
い

な
い

よ
う

な
ケ

ー
ス

（
※

）
は

ど
の

よ
う

に
取

り
扱

え
ば

よ
い

で
し

ょ
う

か
。

（
※

）
年

度
途

中
の

採
用

や
退

職
、

育
児

休
暇

、
介

護
休

暇
、

病
気

休
暇

等
の

取
得

等
が

考
え

ら
れ

ま
す

。

ま
ず

、
「

加
算

当
年

度
に

在
籍

し
、

基
準

年
度

に
在

籍
し

て
い

な
い

職
員

が
い

る
場

合
は

、
加

算
当

年
度

と
同

水
準

の
賃

金
が

基
準

年
度

に
支

払
わ

れ
て

い
た

も
の

と
仮

定
し

て
計

算
す

る
も

の
と

す
る

」
こ

と
や

、
N
o
.
5
3
で

お
示

し
し

た
取

扱
い

は
、

年
度

を
通

じ
て

在
籍

し
て

い
な

い
職

員
の

取
扱

い
に

な
り

ま
す

。

ご
質

問
の

よ
う

な
年

度
の

一
部

だ
け

賃
金

が
支

払
わ

れ
な

い
ケ

ー
ス

に
つ

い
て

は
、

別
添

２
の

よ
う

な
調

整
を

行
い

、
加

算
年

度
と

同
じ

条
件

で
基

準
年

度
の

金
額

を
算

出
し

て
比

較
す

る
こ

と
と

し
て

下
さ

い
。

区
分

２
・

区
分

３
は

職
員

の
賃

金
を

改
善

さ
せ

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
お

り
、

そ
の

観
点

か
ら

、
賃

金
水

準
を

引
き

下
げ

て
い

な
い

か
確

認
す

る
た

め
、

処
遇

改
善

加
算

等
通

知
の

第
２

の
２

の
(
4
)
で

、
「

①
加

算
当

年
度

の
加

算
に

よ
る

改
善

額
等

の
影

響
を

除
い

た
賃

金
見

込
総

額
」

が
「

②
基

準
年

度
に

お
け

る
加

算
額

等
の

影
響

を
除

い
た

支
払

賃
金

総
額

」
を

下
回

っ
て

い
な

い
こ

と
を

要
件

と
し

て
い

ま
す

。
そ

の
た

め
、

育
児

休
業

等
に

よ
り

支
払

賃
金

が
減

少
又

は
増

額
す

る
場

合
は

、
そ

の
影

響
を

除
外

し
て

比
較

す
る

必
要

が
あ

る
も

の
と

ご
理

解
く

だ
さ

い
。

な
お

、
施

設
・

事
業

所
の

給
与

体
系

等
の

都
合

等
に

よ
り

別
添

２
の

調
整

が
困

難
な

場
合

は
、

上
記

の
趣

旨
を

踏
ま

え
、

適
宜

の
方

法
で

調
整

を
行

っ
て

く
だ

さ
い

。

1
2
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第
５

版
（

令
和

７
年

1
0
月

８
日

時
点

版
）

N
o
.

事
項

１
問

答
事

項
２

5
5

区
分

２
・

３
要

件

時
給

や
日

給
で

雇
用

し
て

い
る

職
員

の
場

合
、

時
給

や
日

給
を

増
額

し
て

い
て

も
、

勤
務

時
間

や
勤

務
日

数
が

基
準

年
度

よ
り

減
る

こ
と

が
あ

り
、

結
果

と
し

て
年

間
の

支
払

賃
金

が
下

が
る

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

こ
の

こ
と

が
要

因
で

、
処

遇
改

善
加

算
等

通
知

の
第

２
の

２
の

(
4
)
の

「
①

加
算

当
年

度
の

加
算

に
よ

る
改

善
額

等
の

影
響

を
除

い
た

賃
金

見
込

総
額

」
が

「
②

基
準

年
度

に
お

け
る

加
算

額
等

の
影

響
を

除
い

た
支

払
賃

金
総

額
」

を
下

回
っ

て
い

な
い

こ
と

の
要

件
を

満
た

さ
な

く
な

る
こ

と
も

考
え

ら
れ

ま
す

が
、

こ
の

よ
う

な
場

合
は

ど
の

よ
う

に
取

り
扱

え
ば

よ
い

で
し

ょ
う

か
。

時
給

や
日

給
の

よ
う

に
、

勤
務

時
間

や
勤

務
日

数
に

よ
り

支
払

賃
金

が
変

動
す

る
者

に
つ

い
て

は
、

基
準

年
度

の
賃

金
に

つ
い

て
、

そ
の

勤
務

時
間

や
勤

務
日

数
を

加
算

年
度

と
同

じ
も

の
と

し
て

計
算

を
行

い
、

計
上

し
て

差
し

支
え

な
い

も
の

と
し

ま
す

。
以

下
の

イ
メ

ー
ジ

の
場

合
、

基
準

年
度

の
支

払
賃

金
を

1
6
2
.
0
万

円
（

時
給

1
,
5
0
0
円

×
1
,
0
8
0
時

間
）

と
し

て
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。

（
イ

メ
ー

ジ
）

　
加

算
当

年
度

：
支

払
賃

金
（

実
際

の
額

）
：

1
6
7
.
4
万

円
（

時
給

1
,
5
5
0
円

×
1
,
0
8
0
時

間
）

　
基

準
年

度
　

：
支

払
賃

金
（

実
際

の
額

）
：

2
1
6
.
0
万

円
（

時
給

1
,
5
0
0
円

×
1
,
4
4
0
時

間
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

↓
　

　
　

　
 
↓

　
基

準
年

度
　

：
支

払
賃

金
（

調
整

後
）

　
：

1
6
2
.
0
万

円
（

時
給

1
,
5
0
0
円

×
1
,
0
8
0
時

間
）

な
お

、
こ

う
し

た
調

整
を

し
な

く
て

も
、

「
①

加
算

当
年

度
の

加
算

に
よ

る
改

善
額

等
の

影
響

を
除

い
た

賃
金

見
込

総
額

」
が

「
②

基
準

年
度

に
お

け
る

加
算

額
等

の
影

響
を

除
い

た
支

払
賃

金
総

額
」

を
下

回
ら

な
い

場
合

は
、

こ
う

し
た

調
整

を
し

な
く

て
も

差
し

支
え

あ
り

ま
せ

ん
。

1
3
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第
５

版
（

令
和

７
年

1
0
月

８
日

時
点

版
）

N
o
.

事
項

１
問

答
事

項
２

5
6

区
分

２
・

３
要

件

N
o
.
5
5
で

示
さ

れ
た

取
り

扱
い

に
つ

い
て

、
基

準
年

度
よ

り
加

算
当

年
度

の
方

が
勤

務
時

間
や

勤
務

日
数

が
増

え
る

場
合

も
同

じ
よ

う
な

取
扱

い
を

す
る

必
要

が
あ

る
の

で
し

ょ
う

か
。

お
見

込
み

の
と

お
り

で
す

。
賃

金
水

準
を

比
較

す
る

上
で

、
勤

務
時

間
や

勤
務

日
数

の
増

加
は

、
ケ

ー
ス

に
よ

っ
て

は
大

き
な

影
響

を
与

え
る

こ
と

に
な

る
た

め
、

基
準

年
度

の
勤

務
時

間
や

勤
務

日
数

に
つ

い
て

、
加

算
当

年
度

に
合

わ
せ

る
形

で
調

整
を

し
て

く
だ

さ
い

。
以

下
の

イ
メ

ー
ジ

の
場

合
、

基
準

年
度

の
支

払
賃

金
を

2
1
6
.
0
万

円
（

時
給

1
,
5
0
0
円

×
1
,
4
4
0
時

間
）

と
し

て
く

だ
さ

い
。

（
イ

メ
ー

ジ
）

　
加

算
当

年
度

：
支

払
賃

金
（

実
際

の
額

）
：

2
2
3
,
2
万

円
（

時
給

1
,
5
5
0
円

×
1
,
4
4
0
時

間
）

　
基

準
年

度
　

：
支

払
賃

金
（

実
際

の
額

）
：

1
6
2
.
0
万

円
（

時
給

1
,
5
0
0
円

×
1
,
0
8
0
時

間
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
↓

　
　

　
　

 
↓

　
基

準
年

度
　

：
支

払
賃

金
（

調
整

後
）

　
：

2
1
6
.
0
万

円
（

時
給

1
,
5
0
0
円

×
1
,
4
4
0
時

間
）

5
7

区
分

２
・

３
要

件

定
年

後
に

引
き

続
き

同
じ

施
設

・
事

業
所

で
再

雇
用

す
る

よ
う

な
場

合
、

同
じ

職
員

が
引

き
続

き
在

籍
し

て
い

る
も

の
の

、
賃

金
は

定
年

前
よ

り
下

が
る

こ
と

が
想

定
さ

れ
ま

す
。

こ
の

場
合

も
、

賃
金

に
つ

い
て

調
整

が
必

要
に

な
る

の
で

し
ょ

う
か

。
ま

た
、

定
年

後
の

再
雇

用
は

、
退

職
の

手
続

き
を

と
る

場
合

と
と

ら
な

い
場

合
が

あ
り

ま
す

が
、

そ
れ

に
よ

り
取

扱
い

が
変

わ
る

で
し

ょ
う

か
。

区
分

２
・

区
分

３
の

要
件

を
確

認
す

る
上

で
は

、
定

年
後

の
再

雇
用

に
よ

っ
て

賃
金

水
準

が
下

が
る

こ
と

の
影

響
は

除
外

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

い
わ

ゆ
る

「
再

雇
用

」
に

は
、

退
職

の
手

続
き

を
と

る
場

合
と

と
ら

な
い

場
合

が
あ

り
ま

す
が

、
い

ず
れ

の
場

合
で

あ
っ

て
も

、
「

加
算

当
年

度
に

在
籍

し
、

基
準

年
度

に
在

籍
し

て
い

な
い

職
員

が
い

る
場

合
は

、
加

算
当

年
度

と
同

水
準

の
賃

金
が

基
準

年
度

に
支

払
わ

れ
て

い
た

も
の

と
仮

定
し

て
計

算
す

る
も

の
と

す
る

」
と

同
様

の
取

扱
い

を
適

用
し

ま
す

。

5
8

共
通

手
続

き

別
紙

様
式

１
「

加
算

率
等

認
定

申
請

書
」

の
「

（
４

）
加

算
率

」
は

、
加

算
率

（
c
）

を
、

施
設

・
事

業
所

が
自

ら
入

力
す

る
こ

と
に

な
っ

て
い

ま
す

が
、

認
定

申
請

時
に

算
定

し
て

い
る

加
算

の
割

合
の

み
記

入
す

る
理

解
で

良
い

で
し

ょ
う

か
。

ま
た

、
そ

の
場

合
、

年
度

途
中

に
新

た
に

加
算

を
算

定
す

る
な

ど
、

認
定

申
請

書
の

内
容

が
変

わ
っ

て
し

ま
っ

た
場

合
、

新
た

に
申

請
書

を
出

し
直

す
必

要
が

あ
る

の
で

し
ょ

う
か

。

別
紙

様
式

１
「

加
算

率
等

認
定

申
請

書
」

の
「

（
４

）
加

算
率

」
は

、
都

道
府

県
等

が
加

算
の

認
定

を
行

う
に

当
た

っ
て

の
割

合
が

何
％

な
の

か
を

確
認

す
る

上
で

の
参

考
情

報
と

な
る

よ
う

記
載

欄
を

設
け

た
も

の
で

す
。

ご
質

問
に

つ
い

て
は

、
申

請
時

の
加

算
に

つ
い

て
割

合
を

記
載

す
れ

ば
足

り
ま

す
。

ま
た

、
処

遇
改

善
等

加
算

に
つ

い
て

、
「

（
４

）
加

算
率

」
に

列
記

す
る

加
算

ご
と

に
認

定
を

行
う

も
の

で
は

な
い

の
で

、
申

請
後

に
そ

れ
ら

の
加

算
の

算
定

状
況

が
変

わ
り

、
処

遇
改

善
等

加
算

の
加

算
率

が
変

更
し

た
場

合
で

も
、

改
め

て
申

請
書

の
提

出
を

求
め

、
認

定
し

直
す

と
い

っ
た

対
応

は
必

要
は

あ
り

ま
せ

ん
。

5
9

共
通

手
続

き

別
紙

様
式

１
「

加
算

率
等

認
定

申
請

書
」

の
「

（
４

）
加

算
率

」
は

、
加

算
率

（
c
）

に
つ

い
て

、
都

道
府

県
等

に
お

い
て

、
市

町
村

と
連

携
し

て
、

加
算

率
を

算
定

す
る

上
で

必
要

な
情

報
を

確
認

す
る

な
ど

、
加

算
率

を
確

認
で

き
る

よ
う

に
す

る
な

ら
ば

、
都

道
府

県
等

の
裁

量
で

、
施

設
・

事
業

所
に

「
（

４
）

加
算

率
」

の
記

載
を

求
め

な
く

す
る

こ
と

も
可

能
で

し
ょ

う
か

。

差
し

支
え

あ
り

ま
せ

ん
。

1
4
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第
５

版
（

令
和

７
年

1
0
月

８
日

時
点

版
）

N
o
.

事
項

１
問

答
事

項
２

6
0

共
通

要
件

N
o
.
1
5
に

お
い

て
、

研
修

修
了

見
込

み
が

あ
っ

た
た

め
、

賃
金

の
改

善
を

行
っ

た
も

の
の

、
結

果
と

し
て

、
研

修
を

修
了

で
き

な
か

っ
た

場
合

の
取

扱
い

と
し

て
、

「
翌

年
度

に
、

速
や

か
に

研
修

を
修

了
」

す
る

こ
と

を
求

め
て

い
ま

す
。

実
績

報
告

を
確

認
す

る
タ

イ
ミ

ン
グ

で
も

研
修

を
修

了
し

て
い

な
い

場
合

、
研

修
を

修
了

し
た

こ
と

に
つ

い
て

、
ど

の
よ

う
に

確
認

す
る

こ
と

を
想

定
さ

れ
て

い
る

の
で

し
ょ

う
か

。

ま
ず

は
、

年
度

内
に

研
修

を
修

了
す

る
こ

と
を

原
則

に
、

こ
れ

が
難

し
い

場
合

で
も

、
翌

年
度

に
実

績
報

告
を

出
す

ま
で

に
は

研
修

を
修

了
す

る
こ

と
と

し
て

く
だ

さ
い

。
そ

の
上

で
、

実
績

報
告

の
時

点
で

も
研

修
を

修
了

で
き

な
い

事
情

が
あ

る
と

き
に

は
、

当
該

研
修

未
修

了
者

に
つ

い
て

別
に

リ
ス

ト
ア

ッ
プ

し
て

お
き

、
研

修
修

了
し

次
第

、
施

設
・

事
業

所
か

ら
研

修
受

講
歴

の
一

覧
等

を
提

出
し

直
し

て
も

ら
い

確
認

す
る

な
ど

の
方

法
を

想
定

し
て

い
ま

す
。

な
お

、
こ

の
ほ

か
、

各
自

治
体

の
実

情
に

応
じ

て
適

宜
の

方
法

で
確

認
い

た
だ

く
こ

と
で

も
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。

6
1

区
分

３
配

分
方

法

区
分

３
は

、
全

額
を

基
本

給
・

決
ま

っ
て

毎
月

支
払

わ
れ

る
手

当
に

よ
り

改
善

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
が

、
法

定
福

利
費

等
の

事
業

主
負

担
増

加
額

が
少

な
い

こ
と

に
よ

り
、

加
算

（
見

込
）

額
を

下
回

る
場

合
に

生
じ

た
差

額
は

、
ど

の
よ

う
に

支
払

え
ば

よ
い

で
し

ょ
う

か
。

当
該

差
額

分
は

、
施

設
職

員
の

賃
金

改
善

に
確

実
に

充
て

る
必

要
が

あ
り

ま
す

が
、

対
象

者
・

改
善

額
・

改
善

方
法

に
つ

い
て

は
、

施
設

の
事

情
に

応
じ

て
自

由
に

行
っ

て
い

た
だ

く
こ

と
が

可
能

で
す

。
例

え
ば

、
副

主
任

保
育

士
等

と
し

て
発

令
を

行
っ

て
い

な
い

職
員

に
配

分
す

る
こ

と
や

一
時

金
に

よ
っ

て
支

払
う

こ
と

、
翌

年
度

の
賃

金
改

善
に

充
て

る
こ

と
も

可
能

で
す

。
な

お
、

こ
の

場
合

、
基

本
給

・
決

ま
っ

て
毎

月
支

払
わ

れ
る

手
当

に
加

え
て

一
時

金
を

支
払

う
こ

と
で

、
結

果
と

し
て

月
額

が
４

万
円

を
上

回
る

配
分

と
な

る
こ

と
も

差
し

支
え

あ
り

ま
せ

ん
。

た
だ

し
、

そ
の

場
合

に
は

法
定

福
利

費
等

に
よ

る
差

額
調

整
で

あ
る

こ
と

が
分

か
る

よ
う

に
改

善
計

画
書

・
実

績
報

告
書

等
に

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

6
2

区
分

２
・

３
そ

の
他

処
遇

改
善

等
加

算
通

知
の

、
令

和
７

年
９

月
２

日
こ

成
保

５
１

０
、

７
文

科
初

第
1
2
7
3
号

の
改

正
に

よ
り

、
第

２
の

２
の

(
4
)
の

留
意

点
の

「
※

２
．

(
1
)
の

要
件

を
満

た
し

た
上

で
、

加
算

当
年

度
の

加
算

額
が

基
準

年
度

の
加

算
額

と
比

べ
て

減
額

と
な

る
場

合
、

加
算

当
年

度
に

そ
の

部
分

を
一

時
金

等
と

し
て

支
払

っ
た

場
合

に
、

減
額

調
整

を
行

う
こ

と
が

可
能

で
あ

る
。

」
と

い
う

記
述

が
削

除
さ

れ
た

が
、

そ
の

趣
旨

に
つ

い
て

教
え

て
く

だ
さ

い
。

当
該

記
述

は
、

加
算

当
年

度
の

加
算

額
が

基
準

年
度

の
加

算
額

と
比

べ
て

減
額

と
な

る
場

合
に

、
職

員
個

人
の

賃
金

を
引

き
下

げ
る

調
整

を
行

う
こ

と
が

可
能

で
あ

る
こ

と
を

示
す

意
図

で
記

載
し

て
い

た
も

の
で

す
が

、
処

遇
改

善
等

加
算

通
知

の
第

５
の

２
に

記
載

し
て

い
る

内
容

と
重

複
し

て
い

た
こ

と
か

ら
、

表
現

の
適

正
化

の
観

点
で

削
除

す
る

こ
と

と
し

た
も

の
で

す
。

6
3

区
分

３
賃

金
改

善
額

の
算

出
方

法
等

処
遇

改
善

等
加

算
通

知
の

第
２

の
３

の
(
1
)
の

（
注

１
）

で
、

「
加

算
当

年
度

の
４

月
１

日
時

点
の

研
修

修
了

者
（

略
）

の
人

数
で

判
断

す
る

」
こ

と
と

な
っ

て
い

ま
す

。
４

月
１

日
時

点
で

育
児

休
業

等
を

取
得

し
て

い
る

職
員

に
つ

い
て

は
算

定
に

含
め

て
良

い
の

で
し

ょ
う

か
。

含
め

て
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。

1
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５
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N
o
.

事
項

１
問

答
事

項
２

6
4

区
分

３
賃

金
改

善
額

の
算

出
方

法
等

処
遇

改
善

等
加

算
通

知
の

第
２

の
３

の
(
2
)
の

（
注

２
）

で
、

「
職

務
分

野
別

リ
ー

ダ
ー

等
に

対
し

て
区

分
３

ー
①

に
よ

る
賃

金
の

改
善

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
」

こ
と

、
「

賃
金

の
バ

ラ
ン

ス
等

を
踏

ま
え

て
必

要
な

場
合

に
は

、
当

該
園

長
以

外
の

管
理

職
に

対
し

て
区

分
３

－
①

に
よ

る
賃

金
の

改
善

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
」

こ
と

と
な

っ
て

い
ま

す
。

こ
れ

ら
の

場
合

、
賃

金
改

善
額

の
上

限
は

４
万

円
な

の
で

し
ょ

う
か

。
４

万
円

未
満

な
の

で
し

ょ
う

か
。

い
ず

れ
の

場
合

も
４

万
円

未
満

が
上

限
と

な
り

ま
す

。

6
5

区
分

３
賃

金
改

善
額

の
算

出
方

法
等

園
長

以
外

の
管

理
職

に
対

し
て

区
分

３
－

①
に

よ
る

賃
金

の
改

善
を

行
う

場
合

、
副

主
任

保
育

士
等

の
賃

金
改

善
額

の
う

ち
最

も
多

い
額

以
上

の
改

善
を

図
る

こ
と

も
可

能
で

し
ょ

う
か

。

園
長

以
外

の
管

理
職

に
対

す
る

賃
金

改
善

は
、

あ
く

ま
で

、
「

改
善

後
の

副
主

任
保

育
士

等
の

賃
金

が
園

長
以

外
の

管
理

職
の

賃
金

を
上

回
る

こ
と

と
な

る
場

合
な

ど
、

賃
金

の
バ

ラ
ン

ス
等

を
踏

ま
え

て
必

要
な

場
合

」
に

お
い

て
可

能
な

も
の

で
す

。
ご

質
問

の
「

副
主

任
保

育
士

等
の

賃
金

改
善

額
の

う
ち

最
も

多
い

額
以

上
の

改
善

」
を

す
る

場
合

も
含

め
、

副
主

任
保

育
士

等
と

園
長

以
外

の
管

理
職

の
改

善
前

の
賃

金
の

差
が

広
が

る
よ

う
な

改
善

を
行

う
こ

と
は

認
め

ら
れ

ま
せ

ん
。

6
6

区
分

３
対

象
職

員
に

対
す

る
発

令
等

処
遇

改
善

等
加

算
通

知
の

第
２

の
３

の
(
1
)
で

は
、

副
主

任
保

育
士

等
及

び
職

務
分

野
別

リ
ー

ダ
ー

に
該

当
す

る
定

義
と

し
て

、
研

修
の

修
了

に
係

る
要

件
の

ほ
か

、
職

位
の

発
令

や
職

務
命

令
を

受
け

て
い

る
こ

と
等

も
定

め
ら

れ
て

い
ま

す
。

加
算

額
の

算
定

方
法

の
考

え
方

が
変

更
し

た
こ

と
に

よ
り

、
施

設
・

事
業

所
に

お
い

て
、

職
務

分
野

別
リ

ー
ダ

ー
か

ら
副

主
任

保
育

士
等

に
発

令
を

変
更

す
る

こ
と

も
想

定
さ

れ
ま

す
が

、
職

位
の

発
令

や
職

務
命

令
等

に
つ

い
て

は
４

月
１

日
時

点
の

状
況

で
判

断
す

る
必

要
が

あ
る

の
で

し
ょ

う
か

。

令
和

７
年

度
に

限
っ

て
は

、
基

本
的

に
は

処
遇

改
善

等
加

算
の

認
定

申
請

を
す

る
と

き
ま

で
に

、
認

定
申

請
に

応
じ

た
職

位
の

発
令

や
職

務
命

令
等

が
行

わ
れ

て
い

れ
ば

差
し

支
え

な
い

も
の

と
し

ま
す

。
個

別
の

事
情

に
よ

り
、

こ
れ

ら
が

間
に

合
わ

な
い

場
合

は
、

で
き

る
だ

け
速

や
か

に
行

っ
て

い
た

だ
く

こ
と

で
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。

6
7

区
分

２
賃

金
改

善
額

の
算

出
方

法
等

処
遇

改
善

等
加

算
通

知
の

第
５

の
２

で
は

、
「

区
分

２
及

び
区

分
３

を
併

せ
た

加
算

に
よ

る
改

善
額

の
う

ち
１

／
２

以
上

は
、

基
本

給
・

決
ま

っ
て

毎
月

支
払

わ
れ

る
手

当
に

よ
り

改
善

す
る

こ
と

」
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
区

分
２

は
、

区
分

３
と

異
な

り
、

全
額

が
決

ま
っ

て
毎

月
支

払
わ

れ
る

手
当

又
は

基
本

給
に

よ
り

賃
金

の
改

善
を

行
う

こ
と

に
は

な
っ

て
い

な
い

と
こ

ろ
、

こ
こ

で
い

う
「

改
善

額
」

と
し

て
、

賃
金

改
善

に
伴

い
増

加
す

る
超

過
勤

務
手

当
や

一
時

金
も

含
ま

れ
る

の
で

し
ょ

う
か

。

賃
金

改
善

に
伴

い
増

加
す

る
超

過
勤

務
手

当
や

一
時

金
は

「
改

善
額

」
に

含
ま

れ
ま

す
。

1
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１
問

答
事

項
２

6
8

区
分

２
・

３
手

続
き

別
紙

様
式

７
「

特
別

な
事

情
に

よ
る

届
出

書
」

の
届

出
に

つ
い

て
、

事
務

の
簡

素
化

の
観

点
か

ら
、

随
時

の
受

付
で

は
な

く
、

認
定

申
請

又
は

実
績

報
告

の
際

に
併

せ
て

提
出

を
受

け
付

け
る

こ
と

は
可

能
で

し
ょ

う
か

。

別
紙

様
式

７
「

特
別

な
事

情
に

よ
る

届
出

書
」

の
届

出
は

、
処

遇
改

善
等

加
算

通
知

の
第

２
の

４
の

(
4
)
の

要
件

を
満

た
さ

な
い

と
き

と
、

第
５

の
２

に
定

め
る

賃
金

水
準

を
低

下
さ

せ
る

必
要

が
あ

る
と

き
に

行
う

も
の

で
す

。
い

ず
れ

の
場

合
も

、
基

本
的

に
は

認
定

申
請

又
は

実
績

報
告

の
と

き
に

併
せ

て
届

出
を

し
て

も
ら

う
こ

と
を

想
定

し
て

い
ま

す
が

、
各

自
治

体
の

実
情

に
応

じ
て

、
受

理
す

る
時

期
等

を
定

め
て

い
た

だ
い

て
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。
た

だ
し

、
第

５
の

２
に

定
め

る
賃

金
水

準
を

低
下

さ
せ

る
必

要
が

あ
る

と
き

の
届

出
に

つ
い

て
は

、
年

度
途

中
で

届
出

が
必

要
に

な
る

こ
と

も
想

定
さ

れ
る

と
こ

ろ
、

届
出

が
受

理
さ

れ
な

い
た

め
賃

金
水

準
を

低
下

で
き

な
い

と
い

う
こ

と
が

な
い

よ
う

お
取

り
計

ら
い

く
だ

さ
い

。

6
9

区
分

３
要

件

研
修

修
了

見
込

の
者

も
区

分
３

の
配

分
対

象
と

で
き

る
こ

と
と

な
っ

て
い

ま
す

が
、

例
え

ば
、

1
2
月

に
研

修
修

了
予

定
だ

っ
た

と
こ

ろ
、

1
1
月

に
退

職
し

て
し

ま
い

、
結

果
と

し
て

研
修

を
修

了
し

な
い

ま
ま

と
な

っ
た

よ
う

な
場

合
は

、
ど

の
よ

う
に

取
り

扱
え

ば
よ

い
で

し
ょ

う
か

。
ま

た
、

当
該

退
職

の
予

定
が

あ
ら

か
じ

め
分

か
っ

て
い

た
場

合
と

分
か

っ
て

い
な

い
か

っ
た

場
合

で
取

扱
い

は
変

わ
る

で
し

ょ
う

か
。

退
職

の
予

定
が

分
か

っ
て

い
た

と
し

て
も

、
要

件
を

満
た

す
者

で
あ

れ
ば

賃
金

改
善

の
対

象
と

す
る

こ
と

は
可

能
で

す
。

た
だ

し
、

ご
質

問
の

よ
う

に
、

1
1
月

に
退

職
す

る
時

点
で

研
修

の
修

了
予

定
が

立
っ

て
い

な
い

場
合

、
在

籍
中

に
、

処
遇

改
善

等
加

算
通

知
の

第
２

の
３

の
(
1
)
の

（
注

１
）

の
「

年
度

内
に

別
に

定
め

る
研

修
を

修
了

す
る

予
定

」
の

要
件

を
満

た
さ

な
い

た
め

、
基

本
的

に
は

賃
金

改
善

の
対

象
に

は
で

き
ま

せ
ん

。
一

方
、

既
に

賃
金

改
善

を
行

っ
て

お
り

、
そ

の
後

に
退

職
す

る
こ

と
と

な
り

、
「

年
度

内
に

別
に

定
め

る
研

修
を

修
了

す
る

」
こ

と
が

で
き

な
く

な
っ

た
場

合
、

当
該

退
職

予
定

の
職

員
に

支
払

っ
た

分
に

つ
い

て
返

還
を

求
め

る
な

ど
の

対
応

は
必

要
あ

り
ま

せ
ん

。

7
0

区
分

３
配

分
方

法

処
遇

改
善

等
加

算
通

知
の

第
２

の
３

の
(
2
)
の

（
注

２
）

で
、

賃
金

改
善

後
の

副
主

任
保

育
士

等
の

賃
金

が
園

長
以

外
の

管
理

職
の

賃
金

を
上

回
る

こ
と

と
な

る
場

合
な

ど
賃

金
の

バ
ラ

ン
ス

等
を

踏
ま

え
て

必
要

な
場

合
に

は
、

当
該

園
長

以
外

の
管

理
職

に
対

し
て

区
分

３
－

①
に

よ
る

賃
金

の
改

善
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
な

っ
て

い
ま

す
。

ま
た

、
第

２
の

３
の

(
3
)
に

お
い

て
、

区
分

３
－

②
に

よ
る

賃
金

の
改

善
は

、
副

主
任

保
育

士
等

の
改

善
額

の
う

ち
最

も
低

い
額

を
上

回
ら

な
い

範
囲

に
お

い
て

行
う

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
な

っ
て

い
ま

す
。

こ
こ

で
い

う
「

最
も

低
い

額
」

と
は

、
副

主
任

保
育

士
等

の
改

善
額

で
あ

り
、

園
長

以
外

の
管

理
職

に
対

す
る

改
善

額
に

つ
い

て
は

考
慮

し
な

い
理

解
で

良
い

で
し

ょ
う

か
。

お
見

込
み

の
と

お
り

で
す

。
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事
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１
問

答
事

項
２

7
1

区
分

３
要

件

処
遇

改
善

等
加

算
通

知
の

第
２

の
３

の
(
1
)
の

（
注

１
）

で
、

「
加

算
当

年
度

の
４

月
１

日
時

点
に

お
い

て
研

修
修

了
者

が
い

な
い

施
設

に
お

い
て

、
年

度
途

中
に

お
い

て
研

修
修

了
者

を
１

人
以

上
確

保
で

き
、

本
要

件
を

満
た

す
こ

と
と

な
っ

た
場

合
に

は
、

本
要

件
を

満
た

す
こ

と
と

な
っ

た
日

の
属

す
る

月
の

翌
月

か
ら

加
算

を
適

用
で

き
る

」
こ

と
と

な
っ

て
い

ま
す

。
こ

の
と

き
、

例
え

ば
、

５
月

に
副

主
任

保
育

士
等

を
１

人
確

保
し

て
、

７
月

か
ら

も
う

２
人

確
保

し
た

場
合

、
加

算
額

を
算

定
す

る
際

、
６

月
か

ら
１

人
分

と
す

る
の

か
、

８
月

か
ら

３
人

分
と

す
る

の
か

は
施

設
・

事
業

所
が

選
択

で
き

る
と

い
う

理
解

で
良

い
で

し
ょ

う
か

。

お
見

込
み

の
と

お
り

で
す

。

7
2

区
分

３
賃

金
改

善
額

の
算

出
方

法
等

施
設

の
職

員
を

兼
務

し
て

い
な

い
法

人
の

役
員

は
、

常
勤

の
場

合
で

も
賃

金
改

善
の

対
象

に
な

っ
て

い
ま

せ
ん

が
、

加
算

額
を

算
定

す
る

上
で

、
「

園
長

又
は

主
任

保
育

士
、

副
園

長
、

教
頭

、
主

幹
教

諭
、

主
幹

保
育

教
諭

等
で

あ
っ

て
、

副
主

任
保

育
士

・
中

核
リ

ー
ダ

ー
・

専
門

リ
ー

ダ
ー

を
対

象
と

し
た

別
に

定
め

る
研

修
を

修
了

し
て

い
る

者
」

に
含

め
る

こ
と

は
可

能
な

の
で

し
ょ

う
か

。

施
設

の
職

員
を

兼
務

し
て

い
な

い
法

人
の

役
員

に
つ

い
て

は
加

算
額

の
算

定
人

数
に

は
含

ま
れ

ま
せ

ん
。

当
該

規
定

は
、

副
主

任
保

育
士

・
中

核
リ

ー
ダ

ー
・

専
門

リ
ー

ダ
ー

が
園

長
等

に
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

し
た

と
き

に
、

加
算

額
の

算
定

人
数

か
ら

除
外

し
な

い
こ

と
を

念
頭

に
設

け
た

も
の

と
な

り
ま

す
（

な
お

、
園

長
等

に
な

っ
て

研
修

を
受

け
た

場
合

も
加

算
額

の
算

定
対

象
に

含
め

て
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

）
。

7
3

区
分

２
・

３
賃

金
改

善
額

の
算

出
方

法
等

N
o
,
1
0
で

、
国

家
公

務
員

の
給

与
改

定
に

伴
う

公
定

価
格

に
お

け
る

人
件

費
の

改
定

分
に

は
、

改
定

に
よ

り
区

分
２

・
３

の
加

算
額

が
上

が
っ

た
分

も
含

ま
れ

る
こ

と
が

示
さ

れ
て

い
ま

す
。

別
紙

様
式

６
の

実
績

報
告

書
に

は
、

「
（

１
）

加
算

額
以

上
の

賃
金

改
善

に
つ

い
て

」
に

「
①

加
算

額
」

と
「

②
加

算
に

よ
る

改
善

等
実

績
総

額
」

を
比

較
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

が
、

こ
の

「
加

算
額

」
は

、
改

定
前

の
単

価
に

基
づ

き
、

算
出

し
た

金
額

で
あ

る
と

い
う

理
解

で
良

い
で

し
ょ

う
か

。

お
見

込
み

の
と

お
り

で
す

。

7
4

(
新

規
)
区

分
２

・
３

要
件

「
定

期
昇

給
相

当
額

」
は

、
「

加
算

当
年

度
に

お
け

る
定

期
昇

給
と

し
て

賃
金

規
定

や
定

期
昇

給
前

後
の

月
の

給
与

か
ら

算
出

し
た

も
の

。
」

と
さ

れ
て

い
ま

す
。

定
期

昇
給

に
よ

り
基

本
給

が
増

え
る

と
、

基
本

給
に

割
合

を
乗

じ
て

算
出

す
る

も
の

（
賞

与
や

超
過

勤
務

手
当

等
）

も
増

額
す

る
こ

と
と

な
り

ま
す

が
、

こ
う

し
た

、
基

本
給

の
増

額
に

よ
る

賞
与

等
の

増
額

分
に

つ
い

て
も

個
別

に
算

出
し

て
「

定
期

昇
給

相
当

額
」

に
計

上
す

る
必

要
が

あ
る

の
で

し
ょ

う
か

。

施
設

・
事

業
所

の
事

務
負

担
を

考
慮

し
、

基
本

給
分

の
差

額
の

み
を

「
定

期
昇

給
相

当
額

」
と

し
て

取
り

扱
う

こ
と

と
し

て
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。

（
修
正
）

1
8
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（
超
過
勤
務
手
当
が
、加

算
当
年
度
に
減
少
した
ケ
ー
ス
）

【別
添
１
】

（
超
過
勤
務
手
当
が
、加

算
当
年
度
に
減
少
して
い
る
が
、賃

金
水
準
の
比
較
に
当
た
って
問
題
とな
らな
い
ケ
ー
ス
）

超
過
勤
務
手
当
額
を
基
準
年
度
と同

額
に
す
る
に
は
、

70
万
円
（

35
0万

円
ー

28
0万

円
）
を
加
え
れ
ば
良
い
。

＋
70
万
円

前
年
度
よ
り賃

金
水
準
は
下
が
っ

て
い
な
い
も
の
と判

断
。

超
過
勤
務
手
当
額
を
基
準
年
度
と同

額
に
す
る
に
は
、

10
万
円
（

35
0万

円
ー

34
0万

円
）
を
加
え
れ
ば
良
い
。

＋
10
万
円

調
整
を
しな
くて
も
加
算
年
度
の
方
が
大
き
い
の
で
、

敢
え
て
調
整
を
行
わ
な
くて
も
良
い
。
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【別
添
２
】_
P1

N
o.
54
の
調
整
の
計
算
方
法
（
①
：
加
算
当
年
度
に
育
児
休
業
を
取
得
して
支
払
賃
金
が
下
が
る
ケ
ー
ス
）

【前
提
】

○
加
算
年
度
の
８
月
か
ら1
0月

に
育
児
休
業
を
取
得
。

○ ○
調
整
せ
ず
計
算
す
る
と、
A＜

Bと
な
り、
加
算
の
要
件
を
満
た
さな
くな
る
。

【調
整
方
法
】

○
基
準
年
度
の
支
払
賃
金
の
額
に
つ
い
て
、加

算
年
度
と同

時
期
に
育
児
休
業
を
取
得
して
い
た
場
合
の
金
額
に
置
き
換
え
て
計
算
す
る
。

○

（
実
際
の
額
）

（
調
整
後
）

加
算
年
度

基
準
年
度

基
準
年
度

４
月

35
5,
00
0円

35
0,
00
0円

35
0,
00
0円

５
月

35
5,
00
0円

35
0,
00
0円

35
0,
00
0円

６
月

35
5,
00
0円

35
0,
00
0円

35
0,
00
0円

６
月
（
賞
与
）

53
2,
50
0円

52
5,
00
0円

52
5,
00
0円

７
月

35
5,
00
0円

35
0,
00
0円

35
0,
00
0円

８
月

休
業

35
0,
00
0円

→
休
業

９
月

休
業

35
0,
00
0円

→
休
業

10
月

休
業

35
0,
00
0円

→
休
業

11
月

35
5,
00
0円

35
0,
00
0円

35
0,
00
0円

12
月

35
5,
00
0円

35
0,
00
0円

35
0,
00
0円

12
月
（
賞
与
）

26
6,
25
0円

52
5,
00
0円

→
26
2,
50
0円

１
月

35
5,
00
0円

35
0,
00
0円

35
0,
00
0円

２
月

35
5,
00
0円

35
0,
00
0円

35
0,
00
0円

３
月

35
5,
00
0円

35
0,
00
0円

35
0,
00
0円

合
計
（
支
払
賃
金
）

3,
99
3,
75
0円

5,
25
0,
00
0円

3,
93
7,
50
0円

A
B

C

別
紙
様
式
４
別
添
１
及
び
別
紙
様
式
６
別
添
１
の
「賃
金
改
善
明
細
（
職
員
別
表
）
」の
各
職
員
の
「基
準
年
度
の
支
払
賃
金
の
総
額
」の
欄
に
は
、C
の
金
額
を
記
入
す
る
。

賞
与
は
年
２
回
で
、月

給
の
1.
5倍

。休
業
期
間
が
あ
る
場
合
は
按
分
す
る
（
３
か
月
休
業
して
い
る
場
合
は
0.
75
倍
（
1.
5倍

÷
6か
月
×
3か
月
）
）
とい
う設

定
。

35
0,

00
0円

×
0.

75

35
0,

00
0円

×
1.

5倍
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【別
添
２
】_
P2

N
o.
54
の
調
整
の
計
算
方
法
（
②
：
基
準
年
度
に
育
児
休
業
を
取
得
して
い
た
の
で
加
算
当
年
度
に
支
払
賃
金
が
上
が
る
ケ
ー
ス
）

【前
提
】

○
基
準
年
度
の
８
月
か
ら1
0月

に
育
児
休
業
を
取
得
（
①
の
ケ
ー
ス
の
翌
年
度
を
イメ
ー
ジ
）
。

○ ○
調
整
せ
ず
計
算
す
る
と、
実
際
の
賃
金
改
善
以
上
の
改
善
が
図
られ
た
よ
うに
見
え
る
。

【調
整
方
法
】

○
基
準
年
度
の
支
払
賃
金
の
額
に
つ
い
て
、加

算
年
度
と同

時
期
に
賃
金
が
支
払
わ
れ
て
い
た
場
合
の
金
額
に
置
き
換
え
て
計
算
す
る
。

○

（
実
際
の
額
）

（
調
整
後
）

加
算
年
度

基
準
年
度

基
準
年
度

４
月

36
0,
00
0円

35
5,
00
0円

35
5,
00
0円

５
月

36
0,
00
0円

35
5,
00
0円

35
5,
00
0円

６
月

36
0,
00
0円

35
5,
00
0円

35
5,
00
0円

６
月
（
賞
与
）

54
0,
00
0円

53
2,
50
0円

53
2,
50
0円

７
月

36
0,
00
0円

35
5,
00
0円

35
5,
00
0円

８
月

36
0,
00
0円

休
業

→
35
5,
00
0円

９
月

36
0,
00
0円

休
業

→
35
5,
00
0円

10
月

36
0,
00
0円

休
業

→
35
5,
00
0円

11
月

36
0,
00
0円

35
5,
00
0円

35
5,
00
0円

12
月

36
0,
00
0円

35
5,
00
0円

35
5,
00
0円

12
月
（
賞
与
）

54
0,
00
0円

26
6,
25
0円

→
53
2,
50
0円

１
月

36
0,
00
0円

35
5,
00
0円

35
5,
00
0円

２
月

36
0,
00
0円

35
5,
00
0円

35
5,
00
0円

３
月

36
0,
00
0円

35
5,
00
0円

35
5,
00
0円

合
計
（
支
払
賃
金
）

5,
40
0,
00
0円

3,
99
3,
75
0円

5,
32
5,
00
0円

A
B

C

別
紙
様
式
４
別
添
１
及
び
別
紙
様
式
６
別
添
１
の
「賃
金
改
善
明
細
（
職
員
別
表
）
」の
各
職
員
の
「基
準
年
度
の
支
払
賃
金
の
総
額
」の
欄
に
は
、C
の
金
額
を
記
入
す
る
。

賞
与
は
年
２
回
で
、月

給
の
1.
5倍

。休
業
期
間
が
あ
る
場
合
は
按
分
す
る
（
３
か
月
休
業
して
い
る
場
合
は
0.
75
倍
（
1.
5倍

÷
6か
月
×
3か
月
）
）
とい
う設

定
。

36
0,

00
0円

×
1.

5

35
5,

00
0円

×
1.

5倍

35
5,

00
0円

×
1.

5倍
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【別
添
２
】_
P3

N
o.
54
の
調
整
の
計
算
方
法
（
③
：
年
度
ま
た
ぎ
で
育
児
休
業
を
取
得
して
い
る
ケ
ー
ス
）

【前
提
】

○
基
準
年
度
の
２
月
・３
月
及
び
加
算
当
年
度
の
４
月
に
育
児
休
業
を
取
得
。

○ ○
調
整
せ
ず
計
算
す
る
と、
実
際
の
賃
金
改
善
以
上
の
改
善
が
図
られ
た
よ
うに
見
え
る
。

【調
整
方
法
】

○
基
準
年
度
の
支
払
賃
金
の
額
に
つ
い
て
、加

算
年
度
と同

時
期
に
賃
金
が
支
払
わ
れ
て
い
た
場
合
の
金
額
に
置
き
換
え
て
計
算
す
る
。

○

（
実
際
の
額
）

（
調
整
後
）

加
算
年
度

基
準
年
度

基
準
年
度

４
月

休
業

35
0,
00
0円

→
休
業

５
月

35
5,
00
0円

35
0,
00
0円

35
0,
00
0円

６
月

35
5,
00
0円

35
0,
00
0円

35
0,
00
0円

６
月
（
賞
与
）

26
6,
25
0円

52
5,
00
0円

→
26
2,
50
0円

７
月

35
5,
00
0円

35
0,
00
0円

35
0,
00
0円

８
月

35
5,
00
0円

35
0,
00
0円

35
0,
00
0円

９
月

35
5,
00
0円

35
0,
00
0円

35
0,
00
0円

10
月

35
5,
00
0円

35
0,
00
0円

35
0,
00
0円

11
月

35
5,
00
0円

35
0,
00
0円

35
0,
00
0円

12
月

35
5,
00
0円

35
0,
00
0円

35
0,
00
0円

12
月
（
賞
与
）

53
2,
50
0円

52
5,
00
0円

52
5,
00
0円

１
月

35
5,
00
0円

35
0,
00
0円

35
0,
00
0円

２
月

35
5,
00
0円

休
業

→
35
0,
00
0円

３
月

35
5,
00
0円

休
業

→
35
0,
00
0円

合
計
（
支
払
賃
金
）

4,
70
3,
75
0円

4,
55
0,
00
0円

4,
63
7,
50
0円

A
B

C

別
紙
様
式
４
別
添
１
及
び
別
紙
様
式
６
別
添
１
の
「賃
金
改
善
明
細
（
職
員
別
表
）
」の
各
職
員
の
「基
準
年
度
の
支
払
賃
金
の
総
額
」の
欄
に
は
、C
の
金
額
を
記
入
す
る
。

賞
与
は
年
２
回
で
、月

給
の
1.
5倍

。休
業
期
間
が
あ
る
場
合
は
按
分
す
る
（
３
か
月
休
業
して
い
る
場
合
は
0.
75
倍
（
1.
5倍

÷
6か
月
×
3か
月
）
）
とい
う設

定
。

35
0,

00
0円

×
1.

5倍

35
0,

00
0円

×
0.

75
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1 

事 務 連 絡 

令和７年 12 月 16 日 

 

 

各都道府県 

 子どものための教育・保育給付交付金ご担当者 様 

 

 

こども家庭庁成育局保育政策課 

 

 

令和７年人事院勧告に伴う国家公務員給与改定等を踏まえた 

令和７年度補正予算における公定価格の取扱いについて 

 

 

 平素より子ども・子育て支援の推進に御尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

 表題の件について、令和７年 12月 16日に令和７年度補正予算が成立し、人事院勧

告に伴う国家公務員の給与改定に準じた算定の基礎となる職員の人件費の引上げ（以

下「給与改定に伴う処遇改善」という。）等を内容とした「子どものための教育・保育

給付交付金」の増額がされたところです。 

 このことを踏まえ、近日中に、別紙１のとおり「特定教育・保育、特別利用保育、

特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例

保育に要する費用の額の算定に関する基準等」（平成 27 年内閣府告示第 49 号）の改

正を行う予定ですので、下記のとおり、その内容について周知するとともに、その取

扱いに当たっての留意事項及び要請事項をお示しします。 

 各都道府県においては、管内市町村（特別区を含む。以下同じ。）及び関係機関に対

して周知いただくとともに、運用に遺漏のないよう配意願います。 

 

記 

 

１．令和７年度補正予算による改定内容 

  令和７年度補正予算では、以下の２点について改定を行った。 

  ・ 例年の補正予算において実施している給与改定に伴う処遇改善。 

  ・ 「運営継続支援臨時加算」の創設。 

 

２．給与改定に伴う処遇改善について 

（１）内容・趣旨等 

   公定価格において、令和７年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定に準じ、
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2 

算定の基礎となる職員の人件費を＋5.3％程度引き上げるものである。 

   この国家公務員の給与改定に伴う公定価格における人件費の改定分（以下「改

定分」という。）は、保育士・幼稚園教諭等の処遇改善の重要性を鑑み、補正予

算によりその所要の額を確保し、年度当初に遡って賃金等を引き上げるために措

置したものである。 

   また、処遇改善は、単に職員の賃金改善に繋がるだけではなく、保育・教育分

野における人材確保や、ひいてはこどもへの保育の質の確保にも繋がり重要であ

る。そのため、こども家庭庁としても、「こども未来戦略」（令和５年 12月 22日

閣議決定）に基づき、「民間給与動向等を踏まえた更なる処遇改善を進める」こ

ととしており、令和６年 12 月の「保育政策の新たな方向性」においては「他職

種と遜色ない処遇を実現する」ことを掲げ、所要の額の確保に努めてきていると

ころである。 

   こうした趣旨から、改定分は、迅速かつ確実に職員に支払われる必要があるも

のである。 

 

（２）対象者 

   今般の給与改定に伴う処遇改善の対象となる者については、子どものための教

育・保育給付交付金の交付に係る特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所及

び特例保育を行う施設又は事業所で通常の教育・保育に従事する職員のうち、令

和７年度補正予算の積算上は、常勤職員として公定価格の基本分単価の対象とし

ている施設長、主任保育士、保育士、調理員等の職種を対象としている。 

   ただし、これは公定価格の積算上の取扱いであり、職員の給与の決定は一義的

には各設置者及び事業者の判断で行われるものであるため、改定分を活用した賃

金改善は、通常の教育・保育に従事する職員全てが対象に成り得る。 

 

（３）改定分の使途について 

   改定分は人件費であることから、全額を迅速かつ確実に一時金等による賃金の

支払（実際の支払いが翌年度となる場合においても、今年度の追加的支払分であ

ることを賃金の項目上明確に管理すること。）及び法定福利費等の事業主負担に

充てる必要がある。 

   特に、処遇改善等加算の区分２及び区分３（以下「処遇改善等加算」という。）

を算定する施設・事業所については、全額を賃金の支払及び法定福利費等の事業

主負担に充てることが加算認定の要件となっていることに留意すること。 

   なお、改定分は、職員の給与のベースアップを行い、その差額を一時金等の形

で支払うことを基本としつつ、各施設・事業所の事情により、その他の方法で改

善を図ることも妨げない。 

   ただし、対象者や支払う額が恣意的に偏ってはならないことに留意すること。 
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（４）都道府県、市町村及び施設・事業所への要請事項 

① はじめに 

    本年７月に実施した「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所におけ

る職員の処遇改善に係る実態調査」（以下「処遇改善実態調査」という。）では、

有効回答数の 1,362 市町村のうち約 69％が、改定分の額を算出し、管内の施

設・事業所への周知の要請に対応していた。また、有効回答数の 25,340施設・

事業所のうち、約 63％の施設・事業所が３月までに改定分の支払いに着手して

おり、約 73％の施設・事業所が、翌７月までに改定分の全額の支払いを終えて

いた。 

    補正予算編成後の限られた期間で、保育士等への改定分の迅速な支払いのた

めに対応いただいた市町村、施設・事業所におかれては感謝を申し上げる。 

    一方で、回答があった施設・事業所の約 17％が、改定分の全額を支払うのは

令和７年 12 月以降になる予定という状況であり、中には、冬季賞与と合わせ

て支払うためにその時期になるといった回答もあったところ、（１）の趣旨等

が十分に浸透されていない状況が把握できた。 

    このほか、ごく一部の施設・事業所において、改定分は全額を人件費に充て

ることを求めているにも関わらず、その全額を人件費に充てていない又は充て

る予定がないという回答が見られた。 

    こうした結果を踏まえ、今年度の改定分の給付等について、以下のとおり要

請を行うこととする。 

    なお、令和８年度においては、市町村を通じて調査を行い、職員への支払い

が遅くなっている施設・事業所に対して個別にフォローアップを実施すること

を検討していることを申し添える。 

 

② 都道府県への要請事項 

    処遇改善実態調査における、施設・事業所から職員への支払を行った時期に

ついて、別紙２のとおりまとめたところ、管内市町村ごとの状況について把握

いただき、速やかな支払が行われていない状況が見られる場合、管内の市町村

や施設・事業所への説明等の機会において、２の（１）の趣旨等を踏まえた指

導や助言等を行うこと。 

    なお、こども家庭庁では、保育対策総合支援事業費補助金の「保育士等の処

遇改善取得促進等事業」（別紙３を参照。）により、保育士等の処遇改善への取

組をより進めるため、施設等に対する講習会や相談の実施等を行う場合の補助

を行っている。 

    本事業は処遇改善等加算の取得を促進する目的としているところ、処遇改善

を継続的かつ効果的に行うことも重要であることから、既に管内の施設・事業

所の多くが処遇改善等加算を取得している場合であっても、本事業を活用する

などして、管内の施設・事業所の処遇改善への支援等を検討いただきたい。 
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③ 市町村等への要請事項 

    ２の（１）のとおり、改定分は速やかに職員に支払われることが求められる。

また、④のアの(ｱ)のとおり、改定分の支払いに当たってのスケジュールにつ

いて別紙４のとおりまとめ、施設・事業所には当該スケジュールに沿った対応

を要請している。このことを踏まえ、市町村においては、施設・事業所で速や

かな支払いが可能となるよう必要な支援等として以下のことを行うことを要

請する。 

    なお、処遇改善実態調査における、施設・事業所から職員への支払を行った

時期について、別紙２のとおりまとめたので、当該結果も踏まえて対応をお願

いする。 

 

ア 改定分の算出について 

     「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」（令和７年４月 11日こ

成保 296、７文科初第 250号。以下「処遇改善等加算留意事項通知」という。）

の第４の５の（２）のとおり、施設・事業所において改定分が職員に対して

速やかに支払われるよう、市町村においては、既に把握している各施設等に

関する情報（各月ごとの利用子ども数や加算の取得状況等）に基づき、改定

分の額を算定し、管内の施設・事業所に速やかに周知すること。 

     本要請は令和６年度補正予算においても行ったところ、約 69％が、改定分

の額を自ら算出ないし算出シートを配布する等の工夫により、管内の施設・

事業所への支援を実施していた。 

     給付費等の請求に係るやりとりは各市町村で様々なケースがあり、必ずし

も施設・事業所が４月以降の請求内容から自ら簡便に算出できる状況ではな

い場合もあるところ、（１）の趣旨等を踏まえ、改めて、管内の施設・事業

所への支援を要請するものである。 

    （※）12 月や１月の時点では、利用子ども数が見込みとなるが、施設・事業所では、概ねの

額であったとしても、早めに額を把握することで、どのように職員に支払うかの検討を行

うことができるため、見込みの額として示ししつつ、３月に利用児童数が確定した時点で、

再度示すことが考えられる。 

       市町村において対応が難しい場合には、利用子ども数を更新すれば改定分の額が置き換

わるような計算シートとともに、改定分の見込みの額を示しておき、施設・事業所におい

て３月に確定額を算出するよう案内することも考えられる。 

       その他の方法による算出を妨げるものではないので、各市町村において、２の（１）の

趣旨を踏まえ、改定分の額が速やかに算出されるよう、施設・事業所への支援をお願いす

る。 

 

45



 

5 

イ 改定分の支弁について 

      子どものための教育・保育給付交付金の変更交付決定が市町村に行うの

は例年３月になるところ、３月中に管内の施設・事業所に改定分が支弁さ

れるよう変更交付申請と並行して施設・事業所への支弁の手続きを進める

こと。 

      また、可能であれば、変更交付決定を待たずに、１月までの改定分を２

月の時点で支払うなどの対応をお願いする。 

    （※）処遇改善実態調査では、管内の全施設・事業所への支払額の合計を 10 割としたとき、

１月から５月において概ね何割程度支払ったかの問において、10 割の支弁について「３

月までに達成」が 23.8％、「４月までに達成」が 28.1％、「５月までに達成」が 43.5％

であった。 

 

ウ 加算の認定について 

     加算の認定については、現在、各市町村（一部の加算は都道府県）におい

て適宜の時期に行われているところ、改定分の金額を算出する際に改定分が

生じる加算の認定がされていないことが、施設・事業所にとって速やかな支

払に取り組みにくくなるといった意見もあるところ、速やかに加算の認定を

終えていただくようお願いする。なお、翌年度以降においても同様であるた

め、令和９年度の加算認定についても、遅くとも 12 月前には終わるよう事

務を進めていただくようお願いする。 

 

エ 処遇改善等加算の要件の確認の徹底について 

     改定分については、確実に全額を人件費として支払うこととしているとこ

ろ、ごく一部、本要件について適切に認識がされていない施設・事業所が見

られた。この中には、処遇改善等加算の算定を行っていると回答した施設・

事業所もあった。 

     改めて、管内の施設・事業所に対して、改定分の使途等について周知・徹

底を図るとともに、施設・事業所の改定分を市町村において算出しておき、

処遇改善等加算の実績報告においてその額が計上されているかを確実に確

認すること。 

     また、改定分の全額を人件費に充てていない施設・事業所が確認された場

合、充てていない分を追加で支払うよう指導すること。 

     なお、この要請は令和６年度の改定分についても同様である。 

 

オ 翌年度の給付費等の支弁に当たっての改正後単価の適用について 

     保育士等の処遇の改善や、これを通じた保育人材確保のためには、給与の

ベースアップを図ることが重要と考える。 

     施設・事業者には、④のイのとおり、ベースアップを要請するところ、ベ
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ースアップを行う上では、改定分を基本分単価に反映させた翌年度当初の単

価表に基づいて支弁を行う必要がある。 

     このことを踏まえ、市町村においては、４月分の給付費等の支弁について、

速やかに翌年度当初の単価表に基づき行うようにすること。 

 

カ 施設・事業所への周知徹底について 

     ④及び（５）に記載のことについて、施設・事業所への周知徹底をするこ

と。 

 

④ 施設・事業所への要請事項 

ア 職員への速やかな支払いについて 

(ｱ) 基本的な要請事項 

      改定分の支払に当たってのスケジュールについて、別紙２のとおりまと

めたので、職員への支払いに向けた準備を進めること。 

      ②のイのとおり、市町村には、改定分について３月中に管内の施設・事

業所に支弁することを求めているところ、あらかじめ、それまでに各職員

に支払う額を検討しておき、３月中には職員に改定分が支払われるように

すること。可能であれば、市町村からの支弁を待つことなく、保育士等に

支払える状態になったら速やかに支払うようお願いする。 

      なお、改定分の額の算出が困難であるといった声もあるが、概ねの見込

を算出して年度末に支払うなどの方法も考えられる。（１）の趣旨や、処遇

改善実態調査において約 63％の施設・事業所が３月には一部又は全額の支

払いを行っていたことを踏まえ、可能な限り速やかに職員に支払うこと。 

      また、改定分によって、単純に賃金が改定率分（＋5.3％等）増えるなど

の誤解の声も聞かれるため、改定分の趣旨や内容等について職員向けに説

明をすること。なお、説明に当たっての参考資料として別紙５を作成した

ので、活用されたい。 

 

(ｲ) 改定分の支払が３月以降になる場合 

      ３月中に全額の支払が難しい場合であっても、約 73％の施設が、７月中

には改定分の全額を支払っていることを踏まえ、夏季の賞与（夏季の賞与

がない場合は７月中）までには支払うこと。 

      改定分の支払が３月以降になる見込みの施設・事業所については、支払

予定時期について、職員に必ず周知すること。 

      なお、必ずしも改定分を支払わない職員にまで説明する必要はないが、

支払う対象となる職員を決めていないことを理由に周知を行わないこと

は認めない。支払う対象となる職員が今年度末時点で未定の場合は、全職

員に周知すること。 
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イ 令和８年度における給与表等の改定について 

     例年、公定価格は、給与改定に伴う処遇改善により人件費部分を増額し、

翌年度当初の単価も、その額において積算するような流れで改定を行ってき

ている。その場合、改定分の額が翌年度当初を単価に含めて４月分から支弁

されることとなるため、改定分の額分のベースアップが可能となる。 

     このことを踏まえ、今般の改定を踏まえて次年度以降の給与表、給与規定

等の改定にも計画的に取り組むこと。 

     なお、「長く働くことができる」職場環境を構築する上では、経験年数や職

責に応じた賃金体系を構築することが重要と考えられるところ、処遇改善等

加算による、定期昇給等（区分１）、賃金改善（区分２）、職員の技能・経験

の向上に応じた賃金改善（区分３）の活用方法についても、その趣旨に沿っ

たものとなっているか、給与表、給与規定等の改定と併せて点検されたい。 

 

（５）要請に伴う周知事項 

① 処遇改善等加算の取扱いの変更 

    処遇改善実態調査では、処遇改善等加算Ⅰ（賃金改善要件分）、処遇改善等加

算Ⅱ及び処遇改善等加算Ⅲ（以下「旧加算」という。）の賃金改善要件を満たす

上で必要となる賃金の支払総額について、翌年度にならないと見通しを立てに

くく、それを理由に、処遇改善等加算の実績報告が翌年度に行うまで、改定分

の支払を控えているといった意見があることが把握された。 

    この点について、令和７年度から以下の点で取扱いを変更しているため周知

する。改定分の職員への迅速な支払いに当たっては、これらの見直しにより、

処遇改善等加算の要件を満たす上で加算当年度に支払うべき金額の見通しを

立てやすくなっていることも踏まえて対応されたい。 

   ・ 旧加算では、加算当年度の賃金水準が、基準年度の賃金水準を下回ってい

ないかの確認に当たり、起点賃金水準を用いてきたところ、令和７年度以降

は、実際に基準年度に支払った金額を用いることを基本としている。 

   ・ 旧加算では、処遇改善等加算の要件を満たす上で加算当年度に支払うべき

金額以上の金額を支払う（施設独自の改善を行う）と、その翌年度において、

施設独自の改善を含めた賃金水準の維持を求める仕組みとなっていたとこ

ろ、令和７年度以降は、施設独自の改善分は、基準年度の支払賃金から除外

する取扱いとしている。 

 

② 保育業務施設管理プラットフォームの稼働 

    令和８年４月から、公定価格の請求や請求内容の審査等を行う「保育業務施

設管理プラットフォーム」をリリースする予定である。 

    「保育業務施設管理プラットフォーム」では、毎月の給付費等の請求情報を
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基に、改定分の見込額や確定額の算出が可能となる機能も設け、市町村及び施

設・事業所において活用できるようにすることとしている。 

    処遇改善実態調査では、改定分の支払を速やかに行うことが難しい理由とし

て、改定分の算出が困難であるとの意見があったところ、「保育業務施設管理

プラットフォーム」を活用することで、その問題を解消できるため、各市町村

においては活用を前向きに検討いただきつつ、管内の施設・事業所にも活用す

ることを案内されたい。 

 

（６）処遇改善等加算における改定分の取扱いについて 

① 改定分の簡便な算出方法 

    処遇改善等加算留意事項通知の第４の５の(1)において、「補正予算により公

定価格における人件費の改定がなされる場合、当初予算に基づく公定価格から

の増額分を人件費の改定分の額として算定することができる。具体的には、補

正予算の成立の際に別途通知で示すものとする。」としているところ、以下の

とおりお示しする。 

    なお、改定分は、改定前の単価による給付費と改定後の単価による給付費の

差額であるところ、事務負担の軽減の観点から、当該箇所に記載の 0.9（調整

率）を乗じる方法での算出を可能としているところである。 

    （５）の②のとおり、「保育業務施設管理プラットフォーム」の運用の開始後

は、改定分の見込額や確定額について事務負担なく本来の計算方法に基づき算

出可能となることから、今後の「保育業務施設管理プラットフォーム」の活用

状況を踏まえ、0.9（調整率）を乗じる算出方法は廃止する予定である。 

 

② 基準年度が令和５年度以前となっている場合の改定分の簡便な算出方法 

    処遇改善等加算の実績報告に当たっては、「加算当年度の支払賃金の総額」

から、「基準翌年度から加算当年度までの公定価格における人件費の改定部分」

を除くこととなる。 

    令和７年度分の実績報告における「基準翌年度から加算当年度までの公定価

格における人件費の改定部分」とは、基準年度が前年度（令和６年度）の場合

は、改定分と同額となる。 

    なお、基準年度が令和５年度の場合は、改定分に、「16.0％（5.3％＋10.7％）

（基準年度が令和５年度の場合の人件費改定分に係る改定率）／5.3％（基準

年度が令和６年度の場合の人件費改定分に係る改定率」の割合を乗じて算出し

た額を使用しても差し支えない。また、基準年度が令和４年度以前の場合も、

この考え方に準じて算定していただくことは差し支えない。ただし、この金額

から法定福利費等の事業主負担分の増加分を除いたものを人件費の改定分と

する。 

    また、提出済みの賃金改善計画書について今般の改定を反映した修正を行う
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必要はなく、当該計画書の再提出は不要である。 

 

＜令和７年度の公定価格における人件費改定分に係る改定率＞ 

基準年度が平成 24・25年度の施設・事業所： ３０．２％ 

基準年度が平成 26年度の施設・事業所： ２８．２％ 

基準年度が平成 27年度の施設・事業所： ２６．３％ 

基準年度が平成 28年度の施設・事業所： ２５．０％ 

基準年度が平成 29年度の施設・事業所： ２３．９％ 

基準年度が平成 30年度の施設・事業所： ２３．１％ 

基準年度が令和元年度の施設・事業所： ２２．１％ 

基準年度が令和２・３年度の施設・事業所： ２２．４％ 

基準年度が令和４年度の施設・事業所： ２１．２％ 

基準年度が令和５年度の施設・事業所： １６．０％ 

 

 

３．運営継続支援臨時加算について 

（１）趣旨等 

   保育所等においては、こどもたちが集団で生活する場として、普段からこども

を取り巻く多様な危険を的確に捉え、その発達の段階や地域特性に応じた取組を

継続的に着実に実施する必要がある。 

   一方で、昨今の物価高騰などを受け、食材料費をはじめ、様々な物の価格の変

動が急激であり、質の確保された食事の基となる食材料の確保や安定的な教育・

保育の継続が困難な状況にある。 

   このため、物価上昇といった厳しい環境の中でも、質の確保された食事の安定

的な提供をはじめ、安定的な教育・保育を継続して提供できるよう、「運営継続支

援臨時加算」を創設することとした。 

   公定価格では、例年、過去の物価変動を踏まえた事業費の見直しを行い、年度

当初の基本分単価の見直しに反映しているところであるが、直近の物価変動の状

況を踏まえ、令和７年度に限っての限定的な対応として、簡便かつ迅速に施設・

事業所に届くよう、公定価格の加算という方式により施設の規模に関わらず一定

額の支援を行うこととしたものである。なお、本加算は、光熱水費や食糧費等の

特定の費目を対象としたものではない。 

   施設の規模や地域の状況等によっては、引き続き、足元の物価高騰への対応が

必要となることも想定されるため、地域の状況等を勘案し、「重点支援地方交付

金を活用した保育所・幼稚園・認定こども園等の支援について」（令和７年 11月

21 日付け事務連絡）のとおり、「重点支援地方交付金」の活用についても検討す

るようお願いする。 

   本加算は、速やかに施設・事業所に支弁するため、令和８年１月分の給付費に
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おいて請求することとしているが、１月分としての支弁に間に合わない場合、適

宜、準備ができ次第、精算をすること。 

 

（２）対象施設・単価 

   公定価格の対象となる全ての施設・事業所（幼稚園、保育所、認定こども園、

家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業及び居宅訪問型保育事業所）

を対象としている。 

   第三者評価受審加算等と同様、定められた額（以下の単価）を令和８年１月初

日の利用子ども数で除して得た額を令和８年１月初日に利用する子どもの単価

に加算するものとする。 

 

  （単価） 

   ・幼稚園、保育所、認定こども園：10万円 

    （認定こども園は教育標準認定：５万円、保育認定：５万円） 

   ・小規模保育事業所、事業所内保育事業所：５万円 

   ・家庭的保育事業所、居宅訪問型保育事業所：２万５千円 

 

（３）加算の認定 

   令和８年１月に利用児童がいる施設・事業所は算定できる加算であるため、別

に加算の認定を行う必要はないものとする。 

 

 

 

【その他添付資料】 

 ・令和７年度補正予算による処遇改

善の効果を速やかに保育士等に

届けるための要請事項等（本事務

連絡概要資料） 

【本件担当】 

こども家庭庁成育局保育政策課 
公定価格担当室 給付第一係 

TEL: 03-6858-0126 
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支給額の具体的な決定方法（最小限の支給／令和７年度の場合） 〔書類の記載方法ではありません〕 

※以下は基本的な考え方で、各施設の事情により計算方法が異なる場合があります。ご注意ください。 

 計算を行う前に、まず職員を次の３つに区分します。 
 

○ア 月給の職員 

常勤職員、臨時職員などの施設内の呼称に関係なく、月給で給与を計算している職員です。 

○イ 日給・時給の職員のうち処遇改善（処遇改善等加算または人勧分による支給）の対象者 

  月給の職員以外の職員で、処遇改善等加算または人勧分による支給を行っている職員です。 

○ウ 日給・時給の職員のうち処遇改善（処遇改善等加算または人勧分による支給）の対象でない者 

  月給の職員以外の職員で、処遇改善等加算または人勧分による支給を行っていない職員です。 
 

① 令和６年度に支給した賃金情報の整理 

初めに今年度の計算のベースとなる、６年度に支払った賃金の額を整理します。７年度も在籍してい

る○アと○イの職員について、６年度中に支払った項目ごとの金額と支払総額をまとめます。ＦＡＱ53 

このとき、業務に関連のない項目は除外します。除外するものには住居手当、扶養手当、通勤手当、

超勤手当などがあります。後に実績報告時に作成する「賃金改善明細（職員別表）」【別紙様式６別添１】

では超勤手当を含めて記載しますが、ここでは支給額の計算が目的なので除外して差支えありません。 
 

【令和６年度支給総額一覧表】 

職員名 職種 計算方法 基本給 管理職手当 職務手当 処遇改善Ⅱ 処遇改善Ⅲ   

Ａ 施設長 月給        

Ｂ 主任保育士 月給        

Ｃ 保育士 月給        

・・・ ・・・ ・・・        

Ｈ 保育補助 時給        

合計        
 

  ・・・ 夏季賞与 冬季賞与 Ｒ５残額 Ⅱ精算額 Ｒ６人勧分 年額 

         

         

         

         

         

         
 
 

 
松本の見解 

欠勤控除や遅刻・早退控除の取扱いには注意を要します。処遇改善制度では、前年度から処遇改善に係る部分以外

の賃金水準を低下させないことが条件です。そのため当年度と前年度を、同じ勤務条件で比較する必要があります。

欠勤控除や遅刻・早退控除は勤務時間による調整額なので、これらを計算に入れるならば、令和７年度も６年度と

同じ時間数を仮定する必要が生じるため、これらの控除額は比較対象から除外することが妥当と考えられます。 
 

  ７年度の新規採用職員については、６年度の賃金を７年度と同額に合わせます。処遇改善通知別紙 
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６年度または７年度に育児休暇等を取得した職員や、年度途中で採用した職員のように、12か月間勤

務していない年度のある職員は、６年度を７年度の勤務期間に合わせます。ＦＡＱ54・別添２ 

時給職員の基本給は「６年度の時給×７年度の勤務時間数」で計算します。「７年度の勤務時間数」

は推定になりますが、予測不能なときは、少なめに見積もっておくことが安全です。ＦＡＱ55・56 

また６年度に時給計算だった職員が７年度に月給になったケースでは、６年度の職員と７年度の職

員が別の職員だと考えればわかりやすいでしょう。逆のケースも同様です。６年度の職員はすでに退職

しているので考慮する必要がなく、７年度の常勤職員については新規採用職員と同様に考えます。 

② 処遇改善関連の支給額・施設独自の改善額の除外 

６年度に旧加算Ⅰの賃金改善要件分、旧加算Ⅱ・Ⅲから支払った額を、一時金で精算した額も含めて

除外します （網掛け部分）。５年度における旧加算Ⅰの賃金改善要件分や旧加算Ⅱ・Ⅲの残額を６年度

に入ってから支給している場合は、これも除外します（網掛け部分）。 

また「施設独自の改善額」は、どの職員からいくら減算するかを決定して除外します。 

なお、６年度の人勧分として支給した額は除外しないことに注意してください。 

一覧表を作成する前段階で除外しておくこともできますが、後に実績報告時に作成する「賃金改善明

細（職員別表）」【別紙様式６別添１】にはこれらの額を記載する必要がありますので、この時点でまと

めておくと後々の作業に活かすことができます。 

③ 人勧分の翌年度支給分の加算 

６年度の人勧分のうち７年度に持ち越した額を加算します。本来は６年度中に支払うべき額だから

です。加算するのは人勧分だけで、旧加算Ⅰの賃金改善要件分や旧加算Ⅱ・Ⅲの残額は加算しません。 
 

【令和６年度支給総額一覧表】 

職員名 職種 計算方法 基本給 管理職手当 職務手当 ・・・   

Ａ 施設長 月給       

Ｂ 主任保育士 月給       

Ｃ 保育士 月給       

・・・ ・・・ ・・・       

Ｈ 保育補助 時給       

合計       
 

  ・・・ 夏季賞与 冬季賞与 Ｒ６人勧分 施設独自 持越人勧分 年額 

      ▲・・・   

      ▲・・・   

      ▲・・・   

         

      ▲・・・   

         
 
 

 

  以上の計算で、６年度の賃金の「基準額」のような額が算出されます。この額は処遇改善等による影

響を排除した額で、簡単に言えば純粋な施設の給与規程に基づく６年度の支給額と人勧分です。 
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④ 定期昇給による増加額の加算 

③までに計算した額を基準として、７年度に定期昇給によって増加した額を加算します。このとき、

定昇によって増加した手当や賞与の額は加算せず、結果的に区分２や人勧分から充当することになり

ます。 

超勤手当はそれ自体をこの計算から除外しているので、定昇によって増加した超勤手当を計算する

必要はありません。 

このようにして算出した個々の職員の額が、７年度の処遇改善等を行う前の段階で支払われている

べき額で、各職員のそれぞれの額を 「Ａ」とします。このＡの額の中には、６年度の人勧分が含まれて

いることも確認してください。 
 

「Ａ」＝ 

令和６年度の支給年額 － 業務に関連のない手当 

            － 超勤手当 

            － 加算Ⅰ賃金改善要件分・Ⅱ・Ⅲによる支給額 

            － 令和５年度の加算Ⅰ賃金改善要件分・Ⅱ・Ⅲの残額による支給額 

            － 施設独自の改善額 

            ＋ 人勧分のうち令和７年度に持ち越して支給した額 

            ＋ 定期昇給による増加額（月額分のみ） 
 

【令和７年度比較基準額一覧表】 

職員名 職種 計算方法 基本給 管理職手当 職務手当 ・・・   

Ａ 施設長 月給       

Ｂ 主任保育士 月給       

Ｃ 保育士 月給       

・・・ ・・・ ・・・       

Ｈ 保育補助 時給       

合計       
 

  ・・・ 夏季賞与 冬季賞与 Ｒ６人勧分 施設独自 持越人勧分 定昇分 年額(Ａ) 

      ▲・・・    

      ▲・・・    

      ▲・・・    

          

      ▲・・・    
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⑤ 処遇改善以外の支給予定額の整理 

職員ごとに、令和８年３月までに支給する予定額を計算します。このとき①②と同様に、住居手当、

扶養手当、通勤手当、超勤手当などの手当と、区分２・区分３の額を除外します。ただし、超勤手当の

うち、処遇改善の影響で増加した分は算入することもできます。 

また、６年度における旧加算Ⅰの賃金改善要件分や旧加算Ⅱ・Ⅲの残額を、７年度に入ってから支給

している場合は、これを除外します。 

算出される額は、処遇改善による賃金改善の影響額を除いた７年度の支給予定額で、各職員のそれぞ

れの額を「Ｂ」とします。 
 

【令和７年度支給予定総額一覧表】 

職員名 職種 計算方法 基本給 管理職手当 職務手当 ・・・   

Ａ 施設長 月給       

Ｂ 主任保育士 月給       

Ｃ 保育士 月給       

・・・ ・・・ ・・・       

Ｈ 保育補助 時給       

合計       

 

  ・・・ 夏季賞与 冬季賞与 年額(Ｂ) 

      

      

      

      

      

      
 
 
 

ここで、算出された各職員のＡとＢの額を、それぞれ比較します。Ａには定昇による手当や賞与の増

加額は含まれませんが、Ｂには含まれていることに注意してください。 
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⑥ ＡとＢの比較（職員ごと） 

 Ａ≦Ｂのとき 

  すでに基準となる額を上回って支給しているケースです。ここで言う基準となる額とは、あくまで

区分２・区分３・令和７年度人勧分を加味していない段階での額です。このようになる場合の主な要因

は、定昇による賞与等への影響額をＡの中で算定していないことが挙げられます。ＢがＡを超過してい

る額は、この後の計算で区分２や人勧分を充当して調整します。 

 Ａ＞Ｂのとき 

６年度の賃金水準を下回っているケースです。少なくともＡの額を支給する必要がありますので、不

足分を一時金等で追加支給する必要があります。このようになる場合の原因の一つは、６年度人勧分の

未支給です。６年度人勧分は７年度の開始時点ですでに公定価格の当初単価に含まれていますので、７

年度の処遇改善等加算や人勧分ではなく、公定価格による通常の施設の財源で担保しなければなりま

せん。したがって追加支給をしたとしても、その額を処遇改善の実績に算入することはできません。 

【令和７年度処遇改善一覧表】（例） 

職員名 職種 計算方法 年額(Ａ) 年額(Ｂ) (Ｂ)－(Ａ) 追加支給 改善済額 支給済額 

Ａ 施設長 月給 5,000,000 5,000,000 0 0 0 5,000,000 

Ｂ 主任保育士 月給 4,000,000 4,200,000 200,000 0 200,000 4,200,000 

Ｃ 保育士 月給 3,000,000 2,950,000 ▲50,000 50,000 0 3,000,000 

・・・ ・・・ ・・・       

Ｈ 保育補助 時給 1,000,000 1,020,000 20,000 0 20,000 1,020,000 

合計 ・・・ ・・・ 150,000 50,000 220,000 ・・・ 

 
 
 
松本の見解 

ＡとＢの比較にあたっては、処遇改善通知では全職員の総額を比較することとされていますが、一方で恣意的な

配分を禁じていることから、各職員について６年度の水準を確保するよう努めるべきでしょう。したがってここで

は、各職員について個別に比較することとしています。 
 

⑦ 区分２・区分３・人勧分の精算 

上の例の場合、220,000円はすでに賃金改善済みです。一般にこの額は、区分２から充当することが

妥当と考えられます。この後に区分２・区分３・人勧分の額を確定し、法定福利費等の事業主負担増加

額を控除して支給すべき額を計算します。さらにそこから改善済みの額を控除して、各職員への配分額

を決定し、一時金等で支給します。 
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「賃金改善明細（職員別表）」【別紙様式６別添１】の記載の手順 

 ここまで述べた方法により、次のように支給を行ったとします。簡単な【計算例】として、職員が２名

であったと仮定した場合の実績報告書の記載方法について確認します。 

 

【計算例】 

 

職員Ａ 職員Ｂ 

令和６年度 令和７年度 令和６年度 令和７年度 

月額 年額 月額 年額 月額 年額 月額 年額 

基 本 給 23万円 276万円 24万円 288万円 20万円 240万円 21万円 252万円 

職 務 手 当 ３万円 36万円 ３万円 36万円 ２万円 24万円 ２万円 24万円 

超 勤 手 当  ５万円  ６万円  10万円  ８万円 

通 勤 手 当 － － － － ５千円 ６万円 ５千円 ６万円 

処 遇 改 善 Ⅰ ３万円 36万円   ２万円 24万円   

処 遇 改 善 Ⅱ １万円 12万円   ３万円 36万円   

処 遇 改 善 Ⅲ ３万円 36万円   １万円 12万円   

区分２(手当)   ３万円 36万円   ２万円 24万円 

区分３(手当)   ２万円 24万円   ４万円 48万円 

夏 ・ 冬 賞 与  92万円  96万円  80万円  84万円 

期 末 一 時 金 

Ⅱ残額精算 １万円 
Ⅲ残額精算 ２万円 
Ｒ６人勧分 30万円 

計 33万円 

区分２精算 ５万円 
区分２の定昇賞与 
影響額充当▲４万円 
区分３精算 １万円 
Ｒ６人勧分 30万円 
Ｒ７人勧分 20万円 
減算分  ▲３万円 

計 49万円 

Ⅱ残額精算 １万円 
Ⅲ残額精算 ２万円 
Ｒ６人勧分 20万円 

計 23万円 

区分２精算 ５万円 
区分２の定昇賞与 
影響額充当▲４万円 
区分３精算 １万円 
Ｒ６人勧分 20万円 
Ｒ７人勧分 10万円 
減算分  ▲２万円 

計 30万円 

年 額 合 計  526万円  535万円  455万円  476万円 

 注）１．賞与は基本給の４か月分としている。 

   ２．基本給の月額上昇分と賞与増加分はいずれも定期昇給によるもので、６年度人勧分に対応 

するものではない。 

    ３．５年度・６年度の加算残額はない。（支給が翌年度にズレ込んだものはない。） 

４．６年度の決算値から算定した事業主負担増加額の割合は15.5％である。 

    ５．処遇改善等加算の加算額は、５年度は1,000,000円、６年度は950,000円である。 

    ６．期末一時金の 「減算分」は、上記５から算出される施設独自の改善額の50,000円 （1,000,000

円－950,000円）の減額分である。 

    ７．超勤手当の増減額は、処遇改善の対象に算入しないこととする。 
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（１）基準年度の賃金 

 ① 基準年度の支払賃金の総額 

６年度の支払総額を記載します。業務に関連性のない手当等（住宅手当、扶養手当、通勤手当な

ど）は除きます。【計算例】の場合は、通勤手当を控除しています。職員Ａは通勤手当がないので

除外するものがなく526万円、職員Ｂは通勤手当の６万円を除外して449万円と入力します。 

  ② 基準年度の処遇改善等加算の加算額 

  ③ 基準年度の処遇改善等加算の加算額に係る法定福利費分 

この欄には個々の職員の情報を記載せず、後から記載されている全職員の合計額を 「総額」欄に

記入します。 

松本の見解 

②と③のタイトルを見ると、これらの欄には６年度の加算額から算出される額を記載することとされていま

すが、６年度の加算額を記載してしまうと６年度末で退職した職員分の調整ができず、実際の支給額との差異

が生じることになります。そのためこの欄には、記載されている職員のみの額を合計して記載することが正し

いと考えられます。 

  ④ 施設独自の改善額 

    1,000,000円－950,000円＝50,000円 を総額欄に記入します。 

  ⑤ 基準年度の前年度に支払うべき残額に対応した支払い賃金額 

５年度の旧加算Ⅰの賃金改善要件分と旧加算Ⅱ・Ⅲの残額を、６年度に入ってから精算して支給

した場合に、その額を記載します。【計算例】では「ゼロ」です。もしこの額があるときは、⑤に

その額を記入し、①にもその額を含めます。 

  ⑥ 基準年度に支払うべき残額に対応した翌年度の賃金額 

６年度の旧加算Ⅰの賃金改善要件分と旧加算Ⅱ・Ⅲの残額を、７年度に入ってから精算して支給

した場合に、その額を記載します。【計算例】では「ゼロ」です。もしこの額があるときは、①に

その額が含まれていないことを確認して、⑥に入力します。 

  ⑦ 基準年度における加算額等の影響を除いた支払賃金総額 

②③④の総額欄を入力することで、⑦の総額欄が自動計算されます。ここで計算されるのは、６

年度の賃金総額から、旧加算Ⅰの賃金改善要件分と旧加算Ⅱ・Ⅲによって支給した額と施設独自の

改善額を控除し、さらに５年度の残額と６年度の残額を調整した額です。 

  「⑦の内訳」欄は、６年度人勧分の全職員の支給総額を記載します。【計算例】では50万円です。 

  ③ 基準年度の処遇改善等加算の加算額に係る法定福利費分の「総額」欄 

記載されている全職員に対して旧加算Ⅰの賃金改善要件分 ・Ⅱ・Ⅲによって支給した総額に、事

業主負担増加額を乗じた額を記載します。【計算例】では、職員２名の合計額を用いて次のように

計算して入力します。 

処遇改善Ⅰ  36万円＋24万円＝60万円 

処遇改善Ⅱ  12万円＋36万円＝48万円 

処遇改善Ⅲ  36万円＋12万円＝48万円 

期末一時金  

        処遇改善Ⅱの残額精算分  １万円＋１万円＝２万円 

        処遇改善Ⅲの残額精算分  ２万円＋２万円＝４万円   合計 162万円 

基準年度の処遇改善等加算の加算額に係る法定福利費分 162万円×0.155＝25.11万円 

なおこの計算を行う際には、６年度の残額を７年度に持ち越して支給した場合の額（⑥の額）が

ある場合は、これを加算してから15.5％を乗じる必要があります。 

 

 

58



松本の見解 

②欄のタイトルは「基準年度の処遇改善等加算の加算額」です。このタイトルにある「処遇改善等加算の加算

額」について、処遇改善通知には次のように定義されています。 

【処遇改善通知】  

別紙（用語の定義） 

〇「処遇改善等加算の加算額」 

  基準年度が令和７年度以降の場合は区分２と区分３の加算額、基準年度が令和６年度以前の場合は処遇

改善等加算Ⅰ（賃金改善要件分）、Ⅱ、Ⅲの加算額の実績額をいう。施設・事業所間で加算額の一部の配分

を調整している場合は、その受入（拠出）額を反映すること。また、基準年度の処遇改善等加算の加算額

を基準年度に支払うことができず、その残額として加算当年度に支払った賃金額がある場合はその金額（加

算当年度の前年度に支払うべき残額に対応した支払い賃金額と同額）を除く。 

しかしこれには少し疑問があります。「処遇改善等加算の加算額」の定義を、７年度のケースに置き換えると、

「令和６年度の処遇改善等加算の加算額」です。下線部分を解釈すると、６年度の加算残額を７年度に持ち越し

た場合、その額を②の額から除外するよう求めています。しかし②でこれを除外してしまうと、⑥で加算する意

味がなくなってしまいます。ここは持ち越し額を除外しないようにしないと、正しく計算されません。 

  ② 基準年度の処遇改善等加算の加算額の「総額」欄 

全職員に対して旧加算Ⅰの賃金改善要件分 ・Ⅱ・Ⅲによって支給した総額 （７年度に持ち越した

額⑥があるときは、それを含む）に、事業主負担増加額 （③の総額欄の額）を加算して記入します。 

     162万円＋25.11万円＝187.11万円 

これにより、「②の総額」－「③の総額」で実際に支給した額、【計算例】では162万円が計算さ

れます。 

松本の見解 

「基準年度の処遇改善等加算の加算額に係る法定福利費分」について、処遇改善通知の別紙には次のように

説明されています。 

【処遇改善通知】 

別紙（用語の定義） 

〇「基準年度の処遇改善等加算の加算額に係る法定福利費分」 

次の＜算式＞により算定することを標準とする。 

＜算式＞  

「基準年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「基準年度における賃金の総額」 

×「基準年度の処遇改善等加算の加算額
．．．

 

ここには２つの疑問点があります。一つは 「基準年度における・・・」の表記で、基準年度の法定福利費の割

合を算出するために基準年度の法定福利費や賃金総額を用いています。従前の処遇改善通知を見てもわかる通

り、通常は６年度の処遇改善の計算を行うためにはその前年度、すなわち５年度の数値を引用します。６年度の

処遇改善計算を行う時点では、６年度の決算は確定していないからです。 

もう一つは計算式そのものです。法定福利費の額を賃金総額で除すことで法定福利費の割合が算出できます。

これは支給額に対する割合ですが、上では加算額に乗ずる算式になっています。加算額に法定福利費の率を乗

じても、意味のある数値は算出できません。 

以上のことから、ここでは７年度の計算のために６年度の決算値から求めた法定福利費の割合を使用して、

③の額から②の額を逆算する方法をご紹介しています。 
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（２）加算当年度の賃金 

⑧ 加算当年度の支払賃金の総額 

７年度の支給総額から業務に関連しない手当等を除外し、さらに６年度の施設独自の改善額を

各職員から減算した額を減算して⑧に入力します。【計算例】では、職員Ａが535万円、職員Ｂは通

勤手当６万円を減算して470万円です。この額は、定昇による賞与への影響額（それぞれ４万円）

を区分２から充当した後の額です。 

  ⑨ 区分２「賃金改善分」 

⑨は区分２の支給額を記入する欄です。基本給、手当、賞与（一時金）で支給した額を分けて記

入します。その結果、「小計⑨（ａ＋ｂ＋ｃ）」欄に合計額が自動計算されます。 

内訳の 「基本給ａ」欄には、区分２を基本給にプラスして支給した場合の額を記載します。【計

算例】では手当での支給ですので「ゼロ」です。 

「手当ｂ」には、令和７年度に毎月定額で支給している区分２の手当を記入します。職員Ａは36

万円、職員Ｂは24万円です。 

「賞与（一時金）ｃ」欄には、区分２のうち一時金で支給した額を記入します。職員Ａも職員Ｂ

も５万円です。 

  ⑩ 区分３「質の向上分」 

⑩と「⑩の詳細」は、区分３の支給額を記入する欄です。支給した額は職員Ａが25万円、職員Ｂ

が49万円です。「⑩の詳細」には職名と支給方法を記載します。 

松本の見解 

⑩欄の記入方法には疑問が残ります。本来この欄には月額で支給した額を記入することになっています。月

額での支給額を記入することで、欄外で１／２ルールについて自動判定しています。そのために⑨では基本給、

手当、賞与（一時金）のいずれの方法で支給したかを分類して記入するようになっていますが、⑩にはその欄が

ありません。 

一方、処遇改善ＦＡＱには次のように書かれています。 

【処遇改善ＦＡＱ】 

問61）区分３は、全額を基本給・決まって毎月支払われる手当により改善する必要がありますが、法定福利

費等の事業主負担増加額が少ないことにより、加算（見込）額を下回る場合に生じた差額は、どのよう

に支払えばよいでしょうか。 

答） 当該差額分は、施設職員の賃金改善に確実に充てる必要がありますが、対象者・改善額・改善方法に

ついては、施設の事情に応じて自由に行っていただくことが可能です。例えば、副主任保育士等として

発令を行っていない職員に配分することや一時金によって支払うこと、翌年度の賃金改善に充てること

も可能です。なお、この場合、基本給・決まって毎月支払われる手当に加えて一時金を支払うことで、

結果として月額が４万円を上回る配分となることも差し支えありません。ただし、その場合には法定福

利費等による差額調整であることが分かるように改善計画書・実績報告書等に記載してください。 

区分３の加算単価と支給額を比較してみると、通常は事業主負担増加額を見込んでも、ほぼ確実に差額が生

じるため、原則として年度末の一時金などの機会に精算することになります。また職員の事情で払いきれなかっ

た額も、多くの場合は年度末の一時金などの機会に精算します。しかし、処遇改善ＦＡＱではそのことがわかる

ように記載することを求めてはいるものの、そのための記載欄は用意されていません。一時金等による精算額

も⑩に含めてよいのか、その場合の１／２ルールの判定はどう考えればよいのか、それとも１／２ルールに抵

触しないように他の記載方法によるべきなのか、区市町村の担当者と共通認識を持つことが肝要です。 

     上記に示した通り⑩の記載方法がはっきりしませんが、ここでは１／２ルールの判定を無視

して、一時金での支給額も含めて記入することにします。 

  ⑪ 定期昇給相当額（加算当年度における昇給分） 

この欄には、施設の定める給与制度に基づいた、令和６年度からの定期昇給の影響額を記載しま

す。【計算例】の場合、職員Ａも職員Ｂも月額１万円の定期昇給ですから、それぞれ12万円と記入

します。 

【計算例】では、賞与に対しても定期昇給の影響（職員Ａ、職員Ｂそれぞれに４万円）が生じま

す。この点について、処遇改善ＦＡＱには次のように記載されています。 
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【処遇改善ＦＡＱ】 

問74） 「定期昇給相当額」は、「加算当年度における定期昇給として賃金規定や定期昇給前後の月の給与から算出し

たもの。」とされています。定期昇給により基本給が増えると、基本給に割合を乗じて算出するもの（賞与や

超過勤務手当等）も増額することとなりますが、こうした、基本給の増額による賞与等の増額分についても個

別に算出して「定期昇給相当額」に計上する必要があるのでしょうか。 

答） 施設・事業所の事務負担を考慮し、基本給分の差額のみを「定期昇給相当額」として取り扱うこととして差

し支えありません。 

これによれば、賞与に対する定期昇給分の影響額は計算しなくてよいこととされています。賞与

に対する定期昇給分の影響額が計算されない場合、その額は結果として区分２などの処遇改善分

から充当されることになります。超過勤務手当については、後に述べる⑭の欄に記載することで、

結果的に調整されます。 

  ⑫ 基準翌年度から加算当年度までの公定価格における人件費の改定部分 

この欄には、７年度の人勧分の配分額を記載します。【計算例】では、職員Ａが20万円、職員Ｂ

が10万円です。 

  ⑬ 加算当年度の前年度に支払うべき残額に対応した支払い賃金額 

７年度に支払った額の中に、６年度の旧処遇改善制度による残額の支給額が含まれているとき

に、その額を控除するために記載します。⑬に入力する額は、⑥と同額です。 【記載例】ではどち

らの職員も「ゼロ」です。 

  ⑭ 超過勤務手当等に係る調整額 

超勤手当の計算に使用する時間単価は、計算の基礎となる俸給額等に変動があれば、当然変化

します。また、時間単価の計算には処遇改善による手当等も算入しなければなりませんから毎年

度変化しますし、超勤時間数が前年度と同じということも通常はあり得ません。これらの結果、

超勤手当の額が毎年変化するのは当然の結果です。 

本来超勤手当の額は基準年度の賃金との比較からは除外すればよいと考えられますが、新しい

処遇改善制度では、これを算入したうえで調整を行うためにこの⑭の欄が設けられました。 

超勤手当の調整に当たっては留意すべき点が多く、処遇改善ＦＡＱにもいくつかの記述が見ら

れます。 

【処遇改善ＦＡＱ】 

問27）処遇改善加算等通知の第２の２の（４）の（留意点）※１．で、「施設・事業所全体の超過勤務手当が基準

年度と比べて増加（減少）している場合は、超過勤務手当の差額を「①加算当年度の加算による改善額等の影

響を除いた賃金見込総額」から差し引く（加える）調整をしても差し支えない。」とありますが、この「調整」

の具体的な取扱いをお示しください。 

答） 調整の具体的なイメージは別添１を参照してください。（筆者注：別添１は第５章末尾に掲載） 

   なお、こうした調整は、超過勤務の影響により 「①加算当年度の加算による改善額等の影響を除いた賃金見

込総額」が「②基準年度における加算額等の影響を除いた支払賃金総額」を下回るような場合のみ行うことで

足り、超過勤務手当額に差があるときに一律に行う必要はありません。 

問28）処遇改善加算等通知の第２の２の（４）の（留意点）※１．で、「施設・事業所全体の超過勤務手当が基準

年度と比べて増加（減少）している場合は、超過勤務手当の差額を「①加算当年度の加算による改善額等の影

響を除いた賃金見込総額」から差し引く（加える）調整をしても差し支えない。」とありますが、施設・事業

所にとっては、超過勤務手当が基準年度と比べて増加しているときは、その差額を差し引く調整をするメリッ

トはないと思われますが、調整をするかしないかは、施設・事業所の判断という理解で良いでしょうか。 

答） 事務負担を考慮し、調整を行うかどうかは施設・事業所の判断によることとしています。 

   なお、超過勤務手当の調整に当たっては、職員個人の賃金水準については「改善を行う賃金の項目以外の賃

金の項目（給与規定等に基づいた職員個人の業績評価等に応じて変動するものを除く。）の水準を低下させな

いこと（※１）を前提に行う」こととしており、超過勤務手当が増えたからといって、一時金等をその分減ら

すような対応は認められないため、留意してください。 

  （※１）①基準年度と比べて加算額が減少する場合（※２） 、②施設独自の改善を実施しないこととした場

合、③必要事項を記載した別紙様式７「特別な事情に係る届出書」を提出した場合については、この限

りではない。 

   （※２）加算額や施設独自の改善額が減少したからといって、加算額や施設独自の改善額の減少分以上に賃金

水準を下げることは認められないため、留意すること。 
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問29）施設・事業所にとっては、超過勤務手当の差額があるときに調整を行うことでメリットがあるかどうかは、

年度間の超過勤務の状況により異なることが想定されますが、その年度によって、調整を行うかどうかを変え

て良いのでしょうか。もしくは、調整を行うかどうかを決めたら後は変更できないなどの取扱いがあるので

しょうか。 

答） 超過勤務手当の差額に係る調整を行うかどうかは、その年度によって判断して差し支えありません。 

⑭の欄には、超勤手当が前年度から減少しているときはその額をプラスの値で、増加していると

きはマイナスの値で入力するとよいでしょう。処遇改善ＦＡＱにあるように、増加しているときは

調整する必要はなく任意ですが、個人的には入力しておいた方がスッキリするように感じますし、

翌年度の処遇改善計算時にも整理しやすいと考えられます。 

【計算例】では、職員Ａは▲１万円、職員Ｂは２万円を入力します。 

松本の見解 

超勤手当については、処遇改善ＦＡＱに次のような記述もあります。 
【処遇改善ＦＡＱ】 

問67）処遇改善等加算通知の第５の２では、「区分２及び区分３を併せた加算による改善額のうち１／２以上

は、基本給・決まって毎月支払われる手当により改善すること」とされています。区分２は、区分３と

異なり、全額が決まって毎月支払われる手当又は基本給により賃金の改善を行うことにはなっていない

ところ、ここでいう「改善額」として、賃金改善に伴い増加する超過勤務手当や一時金も含まれるので

しょうか。 

答） 賃金改善に伴い増加する超過勤務手当や一時金は「改善額」に含まれます。 

 この記述の主旨は、１／２ルールの充足を判定するにあたっての「改善額」に、超過勤務手当や一時金を含

む、という点にあります。１／２ルールでは 「改善額」は分母であり、分子は毎月決まって支払われた額です。

つまり、分母に超過勤務手当や一時金を含むということになりますが、実際には改善額にこれらのものを含む

計算を行うことはほぼ不可能でしょう。分母が大きくなると割合は減少しますから、どのように計算されても

１／２を超えるよう、余裕をもって大きめの額を月額支給額としておくことが望まれます。 

⑮ 加算当年度における改善額等の影響を除いた支払賃金総額 

以上の結果、⑮の総額欄が自動計算されます。ここで計算されるのは、７年度の賃金総額から、

区分２・区分３と人勧分で支給した額、定昇による増額分、６年度の残額分、超勤手当の調整額を

控除した額です。 

 

 最終的に⑦＜⑮となれば欄外の判定欄に「〇」が表示されます。【計算例】の場合は、⑦＝⑮です

ので、最低限の処遇改善を実施したという結果です。 

 ⑦＜⑮の場合は、制度上求められる額以上の支給を行ったということであり、そのこと自体には問

題はありません。翌年度には「施設独自の改善額」として、基準年度の賃金から減算することになり

ます。 

⑦＞⑮であれば、支給額が不足しているということなので、翌年度に追加支給して精算しなければ

なりませんが、そうならないように極力３月中に支給を完了しておくことが望ましいと言えます。 
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令和８年２月吉日 

 令和８年２月  新刊図書のご案内 

                      
 

 

平成 25 年度から国の財源で保育所・認定こども園の保育士や職員の処遇改善を図る制度が導入され、処

遇改善等加算Ⅰとして存続してきました。その後、平成 27 年度の子ども・子育て支援制度の発足に伴い、

処遇改善等加算Ⅱが上積みされ、更に令和 4 年 10 月から処遇改善等加算Ⅲが公定価格に組み込まれまし

た。その結果、処遇改善加算制度の申請手続・実績報告手続に加え、委託費や施設型給付費の計算がとて

も難解なものとなりました。 

制度施行以後、数次の改正を経てきましたが、加算規定を一本化してシンプルな取扱いとされることは

なく、これらの規定を一本の通知に集約した側面が大半で、その難解さが解消されたわけではありません

でした。 

この制度が令和７年度に、やっと一本化され、区分１《基礎分》・区分２《賃金改善分(ベースアップ等)》・

区分３《質の向上分(リーダー層の改善)》の三項目に集約した処遇改善内容となりました。 

また、今回の改正では、上記の処遇改善等加算自体の一本化だけでなく、配分ルールや賃金改善の方法、

さらには、賃金改善の確認方法等の申請様式や実績報告様式も簡素化され、処遇改善の一本化に合わせた

改正が行われています。 

そのため、令和５年の改正時に発刊され、実務に熟知した方のわかりやすい書籍として大好評であった

『保育所・認定こども園のための処遇改善マニュアル』を敢えて廃版とし、著者(松本和也様)に全面書換

版としての再刊行をお願いすることになりました。本書が、保育所・幼稚園・認定こども園等の保育関連

施設に関与する先生方や関係者の方々、さらには、実務担当者の方々の業務参考用書籍として最適の書と

なるものと存じます。ご活用いただければ幸いです。 

 

  改訂新版 ／ 保育所・幼稚園・認定こども園等のための   
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～ 保育士・幼稚園教諭等の新しい処遇改善制度のすべてがわかる本 ～ 
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定の仕方や処遇改善等加算額《区分１・２・３》の計

算の仕方等を学びます。  

第４章 処遇改善に充てる額の計算 

この章では、処遇改善制度で職員に支給する区分

１・２や人勧分に含まれる法定福利費や、職員に支給

すべき額について、具体的な事例を掲げてその計算の

仕方を学びます。 

第５章 支給すべき額の決定方法と書類作成の要点 

この章では、年度当初の情報を用いて加算申請時に

作成する書類の紹介とその記載方法を学びます。続い

て、実績報告時に作成する賃金改善明細を含めた書類

の記載の仕方を学びます。 

 

第１章 新しい処遇改善制度の全体像  

この章では、平成 25 年度の処遇改善加算制度の創設か

ら、平成 29 年度の加算Ⅱの導入、令和４年の加算Ⅲの導

入。そして、令和７年度の加算制度の一本化への見直し

とその背景等、処遇改善加算措置の変遷をたどる中で、

処遇改善制度の考え方や問題点等の変遷を学びます。 

第２章 加算要件と配分方法 

この章では、新しい処遇改善制度において、施設が加

算を受けるために必要となる要件や、職員への配分方法

を学びます。 

第３章 加算額と人勧分の計算方法 

この章では、保育所に支払われる委託費や認定こども

園・幼稚園に支払われる施設型給付費《委託費等》の算 
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